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平成 17 年度 第１回 長野県環境影響評価技術委員会 会議録 

 

 

 

１ 日 時 平成１７年（２００５年）１２月２日（金） １０：００～１５：３５ 

 

２ 場 所 長野県木曽合同庁舎 ４０１、４０２号会議室（木曽郡木曽町） 

      現地調査：木曽郡上松町、大桑村、南木曽町 

 

３ 内 容 ○委員長の選出 

      ○議事 

       （１） 長野県環境影響評価条例について 

       （２） （仮称）木曽川右岸道路（南部ルート）建設事業に関する環境影響評価準備書

について 

       （３） その他 

      ○現地調査 

 

４ 出席委員（五十音順） 

         大 塚 孝 一  

         小 澤 秀 明 

         亀 山   章（委員長） 

         陸     斉 

         佐 藤 利 幸 

         塩 田 正 純 

         富 樫   均 

         野 見 山 哲 生 

         花 里 孝 幸（委員長職務代理者） 

 

５ 欠席委員（五十音順） 

         今 井 信 五 

         梅 崎 健 夫 

         片 谷 教 孝 

         佐 倉 保 夫 

         中 村 浩 志 

  平成１８年 １月２７日 

  長野県環境影響評価技術委員会委員長 

 

     亀 山  章       印 
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１ 開 会 

 

○事務局 （長野県生活環境部環境自然保護課 臼井） 

まだ、お見えにならない委員さんもいらっしゃいますが、時間の都合もございますので、始めさせて

いただきたいと思います。 

本日は、お忙しいところ御出席をいただきましてありがとうございます。 

 議長が決まるまでの間、司会を務めさせていただきます環境自然保護課の臼井厚隆といいます。よろ

しくお願いいたします。 

 ただいまから、長野県環境影響評価条例に基づく長野県環境影響評価技術委員会を開催いたします。 

 はじめに生活環境部長の木曽茂より御挨拶申し上げます。 

 

２ あいさつ 

 

○木曽茂長野県生活環境部長 

  委員の皆様方には、大変お忙しい中、信州の木曽地方へお越しいただきまして、御礼申し上げます。 

 また、日頃から本県の環境保全に多大な御尽力をいただきまして深く感謝するところでございます。 

 私は、この１１月に生活環境部長ということで就任いたしました、木曽茂でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 この技術委員会は、環境影響評価条例に基づきまして設置されるものでございまして、事業者から提

出された準備書に対し知事が意見を述べる際に、委員会の意見を聴くということになっておりますもの

でございます。 

 このたび、木曽川右岸道路（南部ルート）建設事業に関する環境影響評価準備書が提出されましたの

で、開催いたしたものでございます。 

 なお、委員の任期は２年と定められておりまして、このたび前回の方々の任期満了に伴いまして、こ

こに御出席いただきました皆様をはじめとした１４名の方々に、改めて１２月１日からお願いすること

になりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、本日は、まず委員長の選出をお願いいたしまして、次に新たに御就任いただきました委員さん

もいらっしゃいますので、長野県環境影響評価条例や規則等について若干の御説明をさせていただきま

す。 

 その後、提出されました環境影響評価準備書について御審議をいただき、さらにその内容を現地で確

認していただく現地調査を予定しております。 

 本日は、大変忙しい日程になってしまいまして、誠に恐縮でございますが、幸い担当の配島環境自然

保護課長は、４月までこの木曽の地におりましたので、なんなりお申しつけて、スムースな運営をした

いというふうに考えております。 

 長野県では、自然と人とが共生し、環境への負荷が少ない持続可能な社会をめざして、各種の施策を

推進しております。 

 この環境影響評価制度も重要な役割を担っておる施策のひとつでございます。大規模開発による環境

への影響を緩和する重要な制度であると思っております。 

この制度は環境の保全のために極めて有効な手法でございますので、この手法を取り入れまして、本

年から、条例対象に含まれない県の公共事業について、アセス制度を簡略化し、試行を行い、新たな環
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境配慮制度の構築をめざして検討を始めているところでございます。 

 他に、現在、長野県では喫緊の課題であります、アスベスト対策において県独自の取り組みをしてお

りますとともに、廃棄物対策、地球温暖化対策につきましても、条例制定に向けまして、御意見をいた

だいておりまして、今年度中に条例化をしようということで今意見をいただいておりまして、進めてお

るところでございます。 

 技術委員会の皆様方におかれましては、今後とも、本県の環境保全のため、忌憚のない御意見・御指

導をいただきまして、長野県の環境保全がますます進むような格好での取り組みをしてまいりたいとい

うふうに考えております。以上をもちまして、御挨拶とさせていただきます。 

 

３ 委員長の選出 

 

○ 事務局 （環境自然保護課 臼井） 

 委員の皆様のお手元には、技術委員の委嘱状を交付してございます。長野県環境影響評価技術委員と

して、委嘱させていただきます委員の方々を御紹介させていただきます。 

 長野県環境保全研究所自然環境チームリーダーの大塚孝一委員です。長野県環境保全研究所主任研究

員の小澤秀明委員です。東京農工大学農学部教授の亀山章委員です。長野県環境保全研究所研究員の陸

斉委員です。すみません、お着きになって恐縮なんですが、丁度タイミングでございまして、信州大学

理学部教授の佐藤利幸委員です。工学院大学工学部教授の塩田正純委員です。長野県環境保全研究所研

究員の富樫均委員です。信州大学医学部助教授の野見山哲生委員です。信州大学山地水環境教育研究セ

ンター長の花里孝幸委員です。 

  なお、本日は、財団法人日本自然保護協会参与の今井信五委員、信州大学工学部助教授の梅崎健夫委

員、山梨大学大学院工学研究科助教授の片谷教孝委員、千葉大学理学部教授の佐倉保夫委員、信州大学

教育学部教授の中村浩志委員の５名が都合により欠席されております。 

 それでは、これから議事に入らせていただきますが、まずはじめに、この委員会が過半数の委員の出

席をいただいており、条例第３７条第２項の規定により成立していることを御報告させていただきます。 

 この委員会は公開で行われ会議録も公表されます。会議録が作成されるまでの間は音声そのものが長

野県のホームページで公開されることになりますので御承知おきください。したがいまして、ホームペ

ージでの音声の公開、並びに会議録の作成に御協力いただくため、発言の前にその都度お名前をおっし

ゃっていただくようお願いいたします。 

 また、会議資料としてお手元に用意してございます「資料２」および「資料３」につきましては、オ

オタカの営巣木の位置など希少野生動植物に関する非公開対象の情報が載せてございますので、資料の

表紙にもありますとおり、取り扱いに注意していただくとともに、会議録が公表されることから、発言

についても配慮していただくようお願い致します。 

 続きまして、本日の日程について御説明いたします。お手元の会議次第の４の「議事」についてはこ

の会場でお願いします。議事の終了予定は１２時２０分です。昼食は会場内にお弁当の用意をさせてい

ただきます。午後は会議次第の５の「現地調査」をお願いします。午後１時にマイクロバスで出発し、

帰りは木曽福島駅を経由しながら午後５時頃までにはこちらに戻ってくる予定です。 

 それでは、議事に入らせていただきますが、まず、委員長の選出をお願いしたいと思います。 

  委員長の選出につきましては、条例３６条第１項の規定により委員の互選によることとなっておりま

すが、いかが取りはからいましょうか。 
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すいません、塩田委員。 

 

○塩田委員 

 塩田と申します。本技術委員会の委員長としましては、この長野県全体の環境のことを考えた場合に、

自然環境ということが非常に重要なことと考えておりますので、是非、亀山先生にお願いできればと提

案したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 

○事務局 （環境自然保護課 臼井） 

  ただいま、塩田委員から亀山委員を委員長にとの御推薦がございました。他にはございませんでしょ

うか。ございませんようでしたら、亀山委員に委員長をお願いすることでよろしいでしょうか。 

 

  ありがとうございました。それでは、亀山委員に委員長をお願いしたいと思います。亀山委員さん委

員長席へお願いいたします。 

 

 それでは、亀山委員長から御挨拶をお願いいたします。 

 

○亀山委員長 

 ただいま、御推薦をいただきまして、委員長に選出されました亀山でございます。 

 皆様の御協力を得て、環境影響評価の技術委員会をしっかりとりまとめていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 私は、現在は東京農工大学におりますが、１９７２年から９２年まで２０年間信州大学におりました。

今から２５年位前になるかと思うんですが、県が環境影響評価を取り入れようということで、現在は条

例でございますが、当時は要綱を作りましてアセスメント制度をやろうということだったものですから、

どういった要綱にするかという検討を始める委員会から参加してございまして、その後、技術マニュア

ルを作ろうということで検討して、３年ほど後に要綱ができて、技術委員会が発足したということでご

ざいます。以来、ずっと技術委員会の委員を８年間ほど務めさせていただいておりました。当時は、ゴ

ルフ場が非常に沢山ございまして、私のおりました８年間の間に５０件以上アセスメントの案件があり

まして、年がら年中ゴルフ場を回っていたような記憶がございます。 

この環境影響評価の制度というのは、環境の保全にとりまして非常に重要な制度でございまして、ま

た、個別の案件に関しましても、科学的で、かつ技術的な見地から率直な意見を述べるということが、

この制度の根幹になってございますので、この技術委員会の役割は非常に大事だというふうに考えてお

ります。 

 この委員会では、みなさんそれぞれの専門の分野で御発言をいただくわけでございますが、同時に個

別の専門分野だけではなくて、もう少し幅広い観点から御意見をいただき、自由闊達に御議論をいただ

きたいというふうに考えております。皆さんの御協力を得まして、長野県のこのすばらしい環境を保全

していくということに尽力したいと思いますので、よろしくお願いいたします。簡単でございますが、

御挨拶といたします。 

 

○事務局 （環境自然保護課 臼井） 
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 ありがとうございました。次に、技術委員会の運営に関しまして、条例第３６条第３項の規定では、

委員長が代理者を指名することになっておりますので、委員長に代理者の指名をお願いしたいと思いま

す。 

 

○亀山委員長 

 事務局から説明のございました委員長代理でございますけれども、花里委員さんにお願いしたいと思

いますけれど、すみませんけど、よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

 

○花里委員 

 そうですか、はい、わかりました。御指名いただきましたので、努力をさせていただきます。 

 

○亀山委員長 

 よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 （環境自然保護課 臼井） 

 ありがとうございました。ここで誠に申し訳ございませんが、生活環境部長は所用のため退席させて

いただきます。よろしくお願いします。 

  条例第３７条第１項の規定により、委員長が議長を務めることになっておりますので、亀山委員長に

議事の進行をお願いいたします。 

 

４ 議 事 

 

○亀山委員長 

  はい、それでは、議長を務めさせていただきますので、委員の皆さんの御協力をお願いいたします。 

 まず最初は、議事の１でございますが、長野県環境影響評価条例等について内容につきまして、事務

局で御説明をお願いいたします。 

 

 ＜説明＞ 

 （１）長野県環境影響評価条例等について 

 

○事務局 （長野県生活環境部環境自然保護課 宮尾） 

 おはようございます。環境自然保護課環境審査ユニットリーダーの宮尾徹でございます。 

資料の１について御説明をさせていただきます。お手元の、資料１につきましては、長野県環境影響

評価条例及び同施行規則の抄録となっておりまして、その内容につきましては、技術委員会関係を主に

とりまとめたものということでございます。この条例本文や規則それから技術指針につきましては、参

考に添付してございますので、また後ほどご覧いただければと思います。 

なお、お手元にこのカラー刷りの環境アセスメントというパンフレットも添付されていると思います

が、先にちょっとこちらの方をご覧いただきたいと思います。開いていただきますと、右側に環境影響

評価条例の対象事業等というものがございます。第１種事業の要件、第２種事業の要件ということで、

第１種につきましては、この要件を満たす場合には、すべて条例に基づいてアセスを行うもの、第２種
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につきましては、知事の判断で必要と認めるものについて、アセスを行うものというものでございまし

て、今回の木曽川右岸道路の関係は、この１の道路の建設という中の第２種事業の要件を満たすという

ことで、実施をしていただいているものということでございます。次のページをご覧いただきたいと思

います。 

そこに、環境影響評価の手続の流れというものがございます。事業者、知事、市町村長ということで、

それぞれの立場でこのアセス手続にどの様に関わるかというものを説明してございます。ちょうど現在

真ん中辺りに準備書の作成という部分がありまして、これがこちらの方に送付されまして、現在右下の

方にございます、準備書の公告・縦覧がなされております。１１月の２４日付けで公告・縦覧をさせて

いただいております。この準備書に対しましては、右の方に行きますと、知事が意見書という形で、事

業者に環境保全上の意見を申し述べることになっておりますが、それに対しまして、その前に写真が貼

ってありますが、長野県環境影響評価技術委員会という形で、こちらの方で御審議をいただいて、それ

を知事に環境保全上のこういう意見が、ということで参考に述べさせていただいて、それを知事が勘案

して、その他の意見も勿論勘案するわけですが、それで事業者に申し述べるというスタイルになってお

ります。なお、後の詳細はまた後ほどご覧いただきたいと思います。 

それではまた資料１の方に戻っていただきたいと思います。第１条に目的ということで、条例の目的

が記載されてございます。環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め

るということで、事業者がその事業に係る環境の保全について適切に配慮することを推進するというこ

とでございまして、県民の健康で文化的な生活の確保に資するということを目的としております。この

目的をはたすために、以下２章、３章、４章と続くわけですが、この２章、３章、４章に今回お願いし

てございます技術委員会の役割が示されてございます。 

まず、第４条でございます。技術指針でございますが、知事は技術指針を定め、又は変更しようとす

るときは、あらかじめ環境影響評価技術委員会の意見を聴かなければならないということでございます。

技術指針は既に条例制定に伴いまして定められてございますので、今後事情によりまして変更いたした

いという場合には、委員会の意見を聴きながら変更するという形になります。 

次に第３章の第１１条でございます。方法書についての知事の意見ということでございますが、知事

が事業者に対して、方法書についての環境の保全の見地から意見を書面により述べるという際には、環

境影響評価技術委員会の意見を聴くものとするということでございます。この手続につきましては、平

成１５年の段階で既に終了しております。 

次に第４章準備書、第２０条の関係でございます。準備書についての知事の意見ということでござい

まして、方法書と同様に知事は事業者に対して、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面に

より述べるということでございますが、この際、技術委員会の意見を聴くものとするということでござ

いまして、正にこの手続のために本日もお集まりいただいているということでございます。 

以下８章には技術委員会についての記述になるわけですが、次のページをご覧いただきたいと思いま

す。一番上に第３５条任期というものがございます。先程来、部長も申し上げましたとおり、委員さん

の任期は２年ということでございまして、１２月１日付けで委嘱させていただいておりますので、皆様

方の任期につきましては、平成１９年の１１月３０日までということになっておりますので、御確認を

いただきたいと思います。以下第３８条には部会、第３９条に専門委員という記述がございます。部会

につきましては、案件によりまして、環境要素がかなり絞られる、非常に狭い分野でもこのアセスがで

きる場合があるということがありますが、その場合には全ての皆さんにお集まりいただくのではなく、

あらかじめ、部会の委員を委員長が指名することによってその中で審議をすることができるというもの
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でございます。また、３９条の専門委員につきましては、さらに専門的な事項を調査するために必要が

あるという場合には、専門委員さんを知事がこちらの委員さんとの他に任命することができるというも

のでございます。 

次に、第９章環境影響評価法との関係ということでございます。次のページをご覧いただきたいと思

います。環境影響評価の手続の流れということでございまして、条例と法律が二つのラインで並べて記

載してございます。左側が条例、右側が法律ということでございまして、網掛けの部分に技術委員会と

いうものが入っております。条例は条例の中で規定があるわけですが、法律においてはこの規定はござ

いません。しかしながら、法律の中でも知事は事業者に対して、方法書それから準備書に対しましても

それぞれ意見を述べるという形になっておりまして、その際に条例によりまして技術委員会の意見を聴

くという部分を追加したということでございまして、今後、高速道であるとか新幹線であるとかという

非常に大きなレベルの事業、法律の対象要件の事業が県内で行われるという場合には、条例と同じよう

な手続を今回のような形で行う場合があるということを御承知おきいただきたいと思います。それから、

なお、その条例の列のちょうど中程、準備書の公告縦覧から下の方に矢印が延びておりまして、そこに

ちょっと小さい字で恐縮ですが、約５．５ヶ月という数字が入ってございます。これは準備書の公告・

縦覧から知事の意見書を出すまでの間を概ね５．５ヶ月ということでお示ししているものでございます。

これは条例の規則の中でもその定めがあり、また、その定めの部分に公告・縦覧と意見を出すまでの期

間を加えて、それでその期間をここにお示ししているものでございます。一応、努力目標といいますか、

できますれば、これ以内、内側でございますので、これより短いのはいくらでも結構でございますが、

一応この期間内に御審議の上で、知事の意見が出せるように御協力を賜ればということでございます。 

次のページをご覧いただきたいと思います。環境影響評価技術委員会の運営要領でございます。 

第１条はこの趣旨でございまして、技術委員会の運営に関して必要な事項を定めるものということで

ございます。 

第２条は会議の公開ということでございます。原則、先ほど司会も申し上げましたとおり、この会議

は公開でございます。しかしながら、先ほどの話のように希少動植物の位置の情報などを審議の中でや

りとりする場合には、議長が技術委員会に諮りまして、この会議を非公開とすることができるというこ

とが定められております。 

それから、第４条をご覧いただきたいと思います。意見書の提出でございます。我々も、皆様方非常

に忙しい委員さんの日程を出来得る限り調整いたしまして、多くの皆様方に御出席を賜るように努力を

いたす所存でございますが、万一、やむを得ず、御欠席になってしまうという場合には、あらかじめ会

議の議題に関する意見を書面により委員長に提出することができることになっております。この規定を

大いに活用されまして、今後、活発な御意見がこの審議の場でなされることをよろしくお願いをしたい

と思います。以上をもちまして、説明とさせていただきます。 

 

○亀山委員長 

 ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問等がございましたらお

願いします。 

特に新任の方は御経験がないかもしれませんので、何かおわかりにくいところがございましたら、も

う少し御説明いただくということもできますがいかがですか。よろしいですか。 

それでは御質問等ございませんようですので、先に進めさせていただきます。続きまして、議事（２）

の（仮称）木曽川右岸道路（南部ルート）建設事業に関する環境影響評価準備書についてでございます。
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まず、事業者から経過説明をお願いいたします。 

 

 （２）（仮称）木曽川右岸道路（南部ルート）建設事業に関する環境影響評価準備書について 

 

○事業者 （長野県木曽地方事務所林務課 山口） 

 長野県木曽地方事務所森林路網ユニットの山口と申します。本日はよろしくお願いします。それでは

準備書作成までの経緯について御説明させていただきます。 

 本事業は、地域住民の生活道路及び木曽地域に唯一の幹線道路である国道１９号が通行止めとなった

場合の、緊急時等の代替道路としての機能を併せ持つ道路建設による木曽地域の交通網の強化を目的と

して計画されているものです。 

 国道１９号は、平日交通量が２４時間で概ね１万５千台もの数であり、特に夜間の大型車の通行は、

大型車混入率で昼間で４０％台であるものの、夜間では８０％を超え、毎晩５千台以上の大型車が走っ

ている状況です。これは、中津川インターチェンジと塩尻インターチェンジの区間を中央高速自動車道

を利用するよりも経済的で、なおかつ制限速度で比較した時間にしても３０分ほどしか変わらないこと

から、流通を担う大型車が大量に木曽路を通過しています。そのような状況下で、交通事故等による国

道１９号の通行止めの件数は、年間３０件以上発生しており、１回当りの通行止め平均時間は２時間以

上となってます。 

 要約書の１頁をご覧ください。 

 そのようなことから、平成２年３月に長野県と当時の木曽郡１１町村で作成した木曽地域振興構想の

交通ネットワーク構想の中で、南北軸の機能強化として、国道１９号線の一部４車線化、登坂車線等の

整備と共に、国道１９号の代替性の確保として木曽川右岸道路の整備が明記されました。その後、平成

７年に、先に述べました交通ネットワーク構想をもとに調査が行われ、同年７月には木曽地域道路網構

想調査報告書が長野県と木曽広域行政事務組合から出され、生活道路を主目的であることが述べられま

した。また、平成１０年４月には木曽地域振興構想改訂版が出され、災害時、渋滞時における代替道路

を確保し複路線化を図るため、国県道、町村道、農林道の連携による木曽川右岸道路の整備を進める方

向性が明記されました。 

 平成１２年には、就任した田中知事が、平成１２年１１月１６日の記者会見で「国道１９号は、事故、

渋滞が多く、そのため木曽川右岸道路の整備が必要であるため、整備促進を図るよう関係部局へ指示し、

部局横断プロジェクト第１号としてプロジェクトチームを発足させるよう指示した」ことが話されまし

た。平成１３年１月１８日には、当時の着工区間や計画地など６箇所を視察し、「木曽の交通の安全を

守るだけでなく、中信や北信への輸送面から必要な道路。全精力をかけて開通させなければならない。」

と決意を示し、木曽郡の住民は大きな期待を抱きました。 

 平成１３年２月２１日に、木曽川右岸道路に関する打ち合わせ会議が木曽合同庁舎講堂で行われ、木

曽郡の町村で１回ずつ住民集会を開催し、住民の提言、意見を汲み取り計画検討の参考とすることが決

定されました。それを受けて同年４月から６月に集会が行われました。 

 平成１４年１月１６日に、右岸道路の計画段階から住民が参加することにより、住民と行政が連携し、

木曽地域全体で事業を推進することを目的に木曽川右岸道路づくり合同委員会が設置され会議が開催

されました。その際、既着工箇所もあり、１本につないで投資効果をあげることなどを理由に上松町か

ら南木曽町までの未着工区間を優先して建設することが合意されました。同年１１月２６日に開催され

た第２回の会議では、右岸道路の３つのコンセプトが決定されました。１つ目は、木曽地域に住む人達
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が、日常生活を営む上で、安全で利便性よく使える生活道路であり、交通事故や自然災害等の緊急時に

おける国道１９号の迂回路としての機能も考慮した道路であり、２つ目として整備に当たっては、景観

に配慮しつつ、生活環境に優しい道路とすることでありました。３つ目として事業効果を高めるため、

工事完成区間から逐次使えるようにすることとされました。 

 以上のような経過から木曽川右岸道路（南部ルート）建設事業が計画されることになり、長野県環境

影響評価条例の第２種事業と判定されたことで、平成１３年度から方法書の素案作成に着手し、平成１

５年３月４日に方法書を送付し同月１３日から１ヶ月間の縦覧に供されました。そして、長野県環境影

響評価技術委員会の審査を受け知事意見に対する見解書を１１月１１日に提出した後、同年１１月より

平成１６年１１月３０日まで現地調査を実施しました。なお、猛禽類に関しては、期間を延長して調査

する必要が生じたため、平成１７年７月まで調査を実施してきました。その現地調査の結果から作成し

たものが、お手元にある準備書になります。 

 現在、１１月２４日に公告され１ヶ月の縦覧期間に入っています。地域住民への説明会を１２月１３

日に南木曽町で、１２月１５日に大桑村で実施する予定になっています。 

 以上、準備書作成までの経緯について説明させていただきました。 

 

○亀山委員長 

  はい、ありがとうございました。質問等につきましては、環境影響評価準備書の内容の説明をいただ

いた後で、一括して受けたいと思いますので、次に、準備書の内容について御説明をお願いいたします。 

 

○事業者 （長野県木曽地方事務所林務課 山口） 

 それでは内容について、まず、事業計画について御説明します。事業の種類は、道路の新設となりま

す。 

 

○亀山委員長 

 ちょっと時間が長くなるかと思いますので、お掛けになってお話いただいても結構ですが。 

 

○事業者 （長野県木曽地方事務所林務課 山口） 

それでは、座らせていただきます。事業者は、事業主体が決定していないことから、事業主体になり

得る可能性のある自治体の連名となっています。今、事業者を代表しまして、私の方で説明しておりま

す。事業の目的は、先ほど御説明したとおりです。事業の内容は、次のとおりです。道路計画延長は約

２２㎞で、計画路線は複数案ある部分もあります。関係する地域は、長野県木曽郡上松町、南木曽町、

大桑村と岐阜県中津川市に編入した旧長野県山口村地域になります。道路幅員は、２車線で片側車道幅

員３ｍ、全幅員８ｍで準備書１－７頁を御参照ください。設計速度は、時速４０㎞で計画交通量は、１

日５千台としています。道路構造は、道路構造令による第３種３級となります。工事期間は、予測評価

をする上で１０年間という想定を行いましたが、現在のところ、路線、予算、着工区間、事業主体等が

決まらないままの準備書作成であるため、あくまで仮の期間であり道路が１０年間で完成するものでは

ないことを御了解願います。 

 以上の道路構造で方法書段階では案としてあった路線案について、この準備書を作成していく過程で

木曽建設事務所による概略設計が行われ、技術評価が実施されました。また、地域住民との話し合いも

行われ、以上の結果、計画路線の一部が変更されました。準備書の０－２頁をご覧ください。表０．２
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－１に変更理由が記載されていますのでご覧ください。右のページの図は方法書段階と準備書段階とを

上下で比較できるようにしてあります。 

 この路線案により工事工程を想定したものが、要約書８頁の図１．６－２になります。ここでは、地

域住民の要望等の区間から着工する工程で想定してあります。 

 環境保全の方針と主な配慮事項については、要約書９頁に記載してあります。 

 次に地域の概況についてですが、要約書１０頁以降になります。時間も少ないことから、ここでは、

中央道社会実験についてと、国道１９号のスピード抑制の試みについてだけ触れさせていただきます。 

 平成１６年９月１日から１１月３０日までの３ヶ月間に、あらかじめ登録したモニター参加者のみが

中央自動車道の中津川インターチェンジから塩尻インターチェンジの間の高速道路料金を半額にする

社会実験が行われました。資料編２－１頁からご覧いただくとわかりますが、国道１９号の大型車通行

量が大幅に減少するような変化は見られませんでした。 

 長野県警は、一向に改善されない国道１９号の大型車による高速化を抑制するために、平成１５年１

１月から木曽かめ君という車両で、塩尻警察署から旧山口村までの約８０㎞を制限速度５０㎞で走行し、

後続車が速度超過で走ることを抑制しています。平成１６年１１月からは２台に増強され、交通事故の

減少に効果をあげています。また、飯田国道事務所と長野県で国道１９号交通環境改善協議会を設立し、

木曽かめクラブを立ち上げました。これは、一般の方々にも木曽かめ君同様のスピード抑制等の遵法走

行をしていただき、国道１９号の交通環境改善の一翼を担ってもらう活動であります。前回の方法書の

委員会の中でも、新しい道路を造るだけでは、１９号の事故が抑制できるのだろうかという御意見もあ

りましたけれど、国道１９号の方も、こうした対策等を現在とって、一定の効果を上げていることもあ

りました。 

 それでは続いて、環境影響評価の項目について御説明します。これは方法書、知事の意見及び見解書

に則り実施された項目になります。 

 それでは、個別の項目の調査結果、予測結果については、準備書を作成した受託者より説明させてい

ただきます。 

 

○コンサルタント会社 （中央開発㈱ 山口） 

 準備書を作成しました中央開発といいます。私は山口といいます。 

それでは、内容の方を説明させていただきます。ちょっと長くなりますので、失礼ですが着席して説明

させていただきます。 

まず、説明については、準備書の要約書の方の第３章、１６頁から説明させていただきます。１６頁

の環境影響評価の項目ということで、前回方法書の作成段階で影響評価項目は選定されておりましたが、

その方法書の後の委員会の中で、環境要素の中で悪臭というのがありますけれども、一般的に悪臭につ

いては、影響が大きくなることはないだろうということで、簡略的に評価してよい項目だろうと、そう

いう意見を受けまして、こちらについては三角というマークで、いわゆる簡易的に影響評価を行う項目

ということにしています。それで、環境要素については、その表の縦の欄に書いてますが、大気質、騒

音、振動、低周波音、日照阻害、悪臭、水質、水象、地形・地質、植物、動物、生態系、景観、触れ合

い活動の場、史跡・文化財、廃棄物等、温室効果ガス等という項目について、工事による影響及びでき

た後の存在・供用による影響について、予測評価を実施しました。二重丸については環境影響評価を詳

細に行う項目でして、１つの丸については標準的に行う項目ということで選定しております。 

続きまして、その具体的な各環境要素毎の評価結果について１８頁から説明させていただきます。ま
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ず、１８頁の上の方に書いておりますが、保全対策につきましては、長野県の環境影響評価技術指針マ

ニュアルに基づきまして、ミティゲーションとして回避、最小化、修正、低減及び代償の順番に保全対

策については検討するものとしております。その内容については、その下に説明を加えております。ま

ずは、現状の現況で予測をしまして、影響有りということになりましたら、保全対策を検討して、さら

に、再評価するという手法の流れで予測評価を行っています。 

まず、１つ目の大気質につきましては、下の２）に予測結果、保全対策及び評価というのがあります

が、基本的には工事中においては工事用車両の運行、それと右側の１９頁の上段に重機の稼働というの

があります、それとその次のページ、２０頁においては自動車の走行と、いわゆる供用後の自動車の走

行という、３ケースにおいて、二酸化窒素と浮遊粒子状物質、粉じんの影響評価を行っております。主

に影響があったところを中心に御説明しますが、１９頁の上段、（２）の重機等の稼働については、そ

の枠の中を御説明しますが、重機等の稼働に伴い二酸化窒素の寄与については０．０００１８から０．

０３７８７ｐｐｍとなりまして、和村ブロックのＡ案、殿ブロックのＡ案及び阿寺ブロックのＤ案建設

時に上回ると、主にこれについてはトンネルが計画されているルートです。こちらについては保全対策

としまして、下の表の４．１－１に示してございますが、実施方法として工事計画の変更、トンネルを

木曽川の下流側、いわゆる集落から離れた方向から施工することで対策後においては寄与濃度が基準値

を下回るという結果が下の表に示してございます。同様に、浮遊粒子状物質につきましても、１９頁の

下の枠の中ですが、殿ブロックのＡ案及び阿寺ブロックのＤ案で建設時に上回りますが、同様な工事計

画の変更を行うことで、評価参考値を下回る結果となっております。２０頁につきましては、重機稼働

時の粉じん及び自動車走行時の二酸化窒素、浮遊粒子状物質については、いずれも環境基準値を満足し

問題がないという結果となっております。 

続きまして、２１頁からの騒音ですけれども、主に影響がありますのが、２１頁の下の方に（２）、

こちら重機の稼働になりますが、工事用の敷地境界で８３から９２ｄＢとなりまして、多くの地域で規

制基準８５ｄＢを超過する予測結果となってます。そのため、保全対策としまして、下の表４．２－１

に示していますが、工事の敷地境界辺りに高さ２ｍの仮囲いを設置することで騒音レベル予測値は基準

値を満足するという評価結果となっております。その結果が２２頁の上の表にありますが、無対策でハ

ッチングを掛けているところが基準値を超過していると、で、対策後については右の表の数値になりま

すという意味でございます。続きまして３番、発破工事、いわゆるトンネルの際の発破工事ですけれど

も、騒音レベルの予測値につきましては近傍保全対象地点で９８から１１３ｄＢとなりまして、規制基

準を超過するという予測結果となってます。これに対しては、防音扉を、下の表の４．２－３ですね、

工事中に防音扉を設置することで、保全対象地点においては規制基準を満足するという結果が得られて

おります。それと併せて発破による不快感の発生原因につきましては、情報の欠如等による恐怖感や不

信感から生ずる場合があるということで、地元の説明会を工事前に実施するようにすることとしており

ます。そして、２３頁については、供用後の自動車の走行ですけれども、基本的にはほとんどの地点に

おきまして問題ないという結果になっておりますが、いわゆる平面構造とかトンネル構造を有する地域

の夜間においては、環境基準を超過する地点もあると、そのため、そういった地点においては遮音壁を、

この場合高さ１ｍの遮音壁を設置すると環境基準を満足するという評価結果となっております。その結

果が下の表４．２－６にありますが、ハッチングの部分が無対策の場合に基準値を超過している地点、

で、対策後にどうなるということを表で示しております。 

続きまして、振動につきましては、２４頁、２５頁にまとめております。振動については、ほとんど

問題がないということですが、２４頁の（３）発破工事においては近傍保全対象地点で７４から９０ｄ
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Ｂとなりまして、殿ブロック、阿寺ブロックでは規制基準を超過するという予測結果となってます。こ

のため、これらの地域におきましては、２５頁の一番上の表４．３－１ですが、爆破パターンの変更と

か火薬類の変更、併せて機械掘削工法の採用等を行うことで規制基準を下回るという評価結果になって

おります。先ほどの騒音と同様に、事前に説明会を行って住民に対する不信感等をぬぐう対策をとると

いうことを考えております。 

続きまして、２６頁、２７頁ですが、低周波音と日照阻害です。低周波音につきましては、結果は２）

の（１）発破工事というところにまとめてありますが、発破による人間への影響は小さいと評価されて

おります。ただし、騒音と併せて防音扉をトンネル工事の際には設置することでさらに低周波音も低減

されるのではないかという評価結果となっております。 

日照阻害につきましては、２７頁に示しておりますが、橋梁とか盛土区間とかによって、民家や田畑

に対する影響を予測評価しております。結果としましては、一番下の枠の中にありますけれども、予測

結果から各地点とも４時間以上の日照は確保され、日陰による周辺の民家や農地への影響はないという

ふうに評価されております。 

続きまして、２８頁、２９頁の悪臭ですが、これについては、先ほど影響評価項目のところで御説明

しましたが、簡略化項目で他の事例から予測評価するというような形で行っております。結果につきま

しては、中段の２）に示していますが、まず、車両や建設機械に係る燃料消費による影響については、

事例としまして、土木工事における環境・公害対策事例集というものから、いわゆるコンクリートミキ

サー車やダンプトラックのアイドリングによって、民家には苦情が発生している事例があるだろうと、

で、当該事業においてもそういった工事区間において民家がありますので、アイドリングによる臭気指

数１０以上の可能性があると予測されると、で、対策としまして、その下の表に示してございますが、

排気ガスの排出方向の検討ということで、いわゆる重機の配置が影響が小さいものとなるように配置検

討を行うだとか、住民に対して事前の周知の徹底を図るといったものを保全対策としております。舗装

工事においても同様でございまして、極端な悪臭発生はないけれども、軽微なにおいとして発生するだ

ろうという予測結果になっておりまして、保全対策として２９頁の上の表に示していますが、気象条件

を考慮した施工工程の採用ということで、いわゆる風向などを考慮して施工工程を検討すると、それと

アスファルト専用臭気中和剤などを添加して、においの発生、におい自体を低減させるというような保

全対策を示しております。それと、（３）の森林等の減少による良い香りの変化につきましては、いわ

ゆる、対象道路事業実施区域内の森林の改変割合については、ごく僅かでありまして森林等の減少によ

る香りの変化は無いものと予測されるという評価結果となってます。 

続きまして、３０頁、３１頁が水質になりますが、まず、地域の現状としまして３０頁の（２）水質

の状況というのがありまして、イの生活環境項目で示してますが、河川については環境基準のＡＡ類型

に相当するきれいな水質であると、それと全窒素、全りんについても水産用水基準と比較してそれを下

回る、いわゆる満足した良好な水質になっているというのが現状でございます。予測結果につきまして

は、３１頁の方に示してございますが、いわゆる濁りだとか重金属だとかそういった影響評価を行って

おりまして、特にほとんどは問題ないんですけれども、下の表の４．７－１に水質に関する保全対策と

いうところで、実施位置というところに木曽南部地区環境衛生組合埋立地近傍というのがありまして、

これがいわゆる大島殿ＢＣ共通区間と先ほど前の方に図面があったと思いますが、そこにそういった埋

立地がございまして、この埋立地は工事区域外にはなっているんですけれども、ただし、事前にボーリ

ング調査を行って問題がないかどうかチェックするといったようなことを保全対策として示してござ

います。 
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続きまして、水象が３２頁、３３頁に示してます。予測結果につきましては、Ａ案、Ｄ案、Ｅ案、Ｆ

案及びＧ案といわゆるトンネル案について。Ｆ案というのが山口ブロック、最下流の左岸側に道路を設

置するルートですが、これについては、工事及び存在・供用により地下水位が低下する可能性がある、

そのために工事中に保全対策を実施することで地下水位及び湧水量の変化への影響は確実に修正が図

られると評価されています。保全対策につきましては、右のページ、３３頁に示してございますが、工

事前、工事中におきましてボーリング調査等詳細な地下水及び水質調査を実施する。トンネルにおきま

しては掘削後速やかにコンクリートの吹付けをする。トンネル工事において、周辺の地下水に影響を与

えるような湧出水が発生した場合は、止水しながら作業をする。工事中の地下水位の監視をするという

ような対策を施すことで影響は低減することが可能であるというふうに評価しています。それと利水、

水面利用については、先ほどのＦ案について山口ダムの湛水部を横断する橋梁が発生しますので、その

際にはダム管理者と協議を行いまして、適切にダム利用できる、いわゆるダムの運用に支障が無いよう

な工法及び実施時期を検討するものとしております。 

続きまして地形・地質ですが、３４頁から３６頁に示してございます。現状としまして、３４頁の（３）

に土地の安定性ということで、現在調査地域におきましては、砂防指定地及び急傾斜地崩壊危険区域、

土石流危険区域、急傾斜地危険箇所が分布しておりまして、地すべり防止区域及び地すべり危険箇所は

分布していないと、また、調査地域には断層や活断層が分布しているという状況でございます。予測結

果、保全対策につきましては、その下の方に書いておりますが、地形、地質、注目すべき地形・地質に

関しては、いずれの計画路線においても改変率が小さいために影響は小さいと予測しております。ただ

し、土地の安定性につきましては、斜面の落石・崩壊等の発生の可能性、特に注意の必要な切土、盛土

部がありまして、影響があると予測されております。ただし、後述の保全対策、一般的な法面の対策と

か落石の対策をすることで、その落石が防護されまして影響は小さくなるというふうに評価しておりま

す。ただしＦ案、先ほどの山口ブロック左岸側のルートにつきましては、現状でも落石がかなり多くて

完全に防御することは現状では困難、難しいものと評価しています。各箇所の保全対策につきましては、

３５から３６頁の表に地区毎に対策をまとめております。 

続きまして、植物につきましては３７頁から４０頁に示してます。現状の植物の状況としまして上段

の調査結果の所にありますが、植物相としましては、１５６科１２６４種を確認しております。植生に

つきましては、森林植生が１１群落、モミ・ツガ林、ヒノキ天然林、ケヤキ、ネコヤナギ等の１１群落

がありまして、また草本植生として８群落、低木群落、ツルヨシ群落、ススキ群落等の８群落に区分さ

れております。調査地域に占める面積としましては、森林植生が６５％を占めてまして、特にアカマツ

林やコナラ林が優先しているという現状でございます。注目すべき個体として（４）に示しております

が、現地調査におきましては、注目すべき種が３０科５８種及び７件の天然記念物、特定植物群落を確

認しております。それと、保全機能としまして３７頁の下の方、水土保全機能と３８頁の上段の地球温

暖化防止機能というものを、植物と基幹の土壌からその機能による変化についても予測評価を行いまし

た。予測結果としましては、３８頁の２）に示してございますが、植物相、植生、土壌、保全機能等に

関しては、改変率が小さいことから、いずれの計画路線においても影響が小さいと予測されております。

ただし、注目すべき個体、集団、種及び群落につきましては、１６種が生育地の改変とか供用時の日射

量、湿度、水分条件等の変化によって影響を受けるというふうに予測されておりまして、その保全対策

を実施するという評価結果となっております。この保全対策につきましては、影響があるもののリスト

が３８頁、３９頁に各種類と場所とですね、予測される影響を示してございます。その保全対策を４０

頁に示しておりまして、主な保全対策を御説明しますが、表４．１０－２にまとめております。一番左
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に環境要素として、全ての環境要素に対しては、トンネル構造の採用や既存道路の採用等により改変区

域を可能な限り小さくするといった保全措置とか、２番目につきましては、間接的影響を受ける植物種、

３番目に水辺に生育する植物種、４番目に計画路線案の選択によっては直接的影響を受ける植物種とい

う区分をしております。特に直接的な影響を受けるものが一番下の４番にクラガリシダ、コフウロ、ハ

ダカホウズキとか６種類上がっておりますが、その保全対策としましては、植物の移植を行ったり、移

植後についてもモニタリングをして生育状況を確認するといったような保全措置としております。 

続きまして動物につきましては、４１頁から示しております。まず、動物相につきましては、哺乳類、

鳥類、両生類、爬虫類、魚類、底生動物、陸上昆虫類、猛禽類といったものの確認をしております。そ

れと、注目種につきましては、哺乳類で１３種、鳥類で３１種、両生類で４種、魚類で６種、底生動物

で９種、陸上昆虫類で１９種、猛禽類で１１種といった注目種が確認されております。その選定基準に

つきましては、４３頁の表の下に長野県版のレッドデータブックということでありますので、それに準

拠しまして選定を行っております。予測結果につきましては、４２頁の上の方にまとめてありますが、

注目すべき種及び個体群については１１種において生息環境の消失、悪化等の影響が予測されておりま

す。そのリストについては、表４．１１－２に各種と予測される影響を示してございます。主な保全対

策としましては、４４頁の方に動物に関する保全対策ということで各種類毎にどういった保全対策が必

要かというのをまとめております。例えば、ノスリ、オオアカゲラ、サンショウクイ等につきましては、

ノスリについては繁殖期間の特に過敏な時期においては発破工事をしないであるとか、確認地点周辺で

の樹木を伐採、土工事をする時期においては、本種の繁殖期である３～６月とか５～７月を避ける等の

保全対策をとるといったものであるとか、ツチガエルにつきましては、小規模な止水域が生息環境とし

て必要になりますので、そういったものを創出するといった保全対策を明記しております。 

続きまして、生態系が４５頁からまとめておりますが、本地域につきましては上の構造というところ

に表もあわせて説明しておりますけれども、森林生態系と草地生態系、木曽川生態系の３つの環境単位

として分けております、各生態系の区分、面積等については、その表にまとめておりますが、森林生態

系が地形としては山地形で面積としては１５８６．９ｈａ、草地については５４６ｈａ、木曽川生態系

については２５７．８ｈａというような面積区分になっております。水域とか主な植生については、表

の下の方にまとめてございます。簡単にその相互関係については、その下の方の（２）の相互関係にま

とめておりますが、森林生態系については他の環境単位と比較して、植生は多様でありまして、かつ大

面積を占めることから、構成種及び生息個体数は多く、特に広い行動圏を持つクマタカやツキノワグマ

等の高次消費者の生息環境としても重要であると考えられると。草地生態系については森林生態系と比

較して面積は小さいですが、生育する植物の種数や一次消費者である昆虫類等の生息種数は多く、水田

等の浅い止水域は両生類の産卵場所として適していると考えられます。そして、高密度で安定した低次

消費者を基盤として、キツネやアオダイショウ、オオタカ等の高次消費者が生息すると考えられます。

木曽川の生態系につきましては、植生はネコヤナギ群落、カワラハンノキ群落、コゴメヤナギ群落、ツ

ルヨシ群落が成立しておりますが、いずれも面積としては、１～４％の範囲ときわめて小さくて、植生

のほとんど存在しない河原の荒地であると、で、他の環境単位と比較して、陸上生物にとって生息条件

が厳しいために、生息種数は少なく、変動も大きいと考えられます。ただし、魚類や水生昆虫を補食す

る動物の餌場として、また、両生類の産卵場所を含めた生息場所としての利用が考えられます。そうい

った各環境単位におきまして、上位性、典型性、特殊性を４６頁の下の表に決定しております。森林生

態系については、上位性はクマタカ、典型性がコナラ群落、エナガ、ヒダサンショウウオ、特殊性につ

きましてはコウモリ類、草地生態系については、上位性がオオタカ、典型性が路傍雑草群落、モグラ属
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の一種、シュレーゲルアオガエルで特殊性はありません。木曽川生態系については上位性がヤマセミ、

典型性がコゴメヤナギ群落、カジカガエル、アマゴというふうに決定してます。これらの種につきまし

て、環境影響予測を行いまして、その結果として、４７頁の上の方にまとめてございます。生態系の構

造及び相互関係への直接的影響はいずれの計画路線においても小さいと予測されております。ただし、

移動経路の分断・ロードキルの発生、外来種・移入種の侵入・増加、光環境の変化、９種の指標種の生

息環境の消失・悪化等については、影響があると予測されまして、その保全対策を表４．１２－３にま

とめております。その表の中に、今、言った移動経路の分断・ロードキルとか、外来種・移入種、光環

境の変化、で指標種として、クマタカ、オオタカ、ヒダサンショウウオ、雑草群落、モグラ属の一種、

シュレーゲルアオガエル、カジカガエル、モモジロコウモリ、テングコウモリといった指標種について

影響があると予測されまして、その対策を表１２－４頁に示してございます。例えば、クマタカにつき

ましては、まず、巣の位置の確認ができていない個体もありますので、そういったものも含めて、あと

餌はどういったものを捕獲しているかということも含めてモニタリングを継続するだとか、繁殖活動に

ついては、その繁殖時期を避けて工事を行うとか、そういった保全対策を明記してます。ヒダサンショ

ウウオにつきましては、改変部に生息する幼生を工事前に一時捕獲して避難するというような保全対策

を行うこととしております。そういった形で各指標種についても保全対策を行うことで影響は低減され

る、小さくなるものと評価しております。 

続きまして、景観が５０頁から５３頁の方にまとめておりますが、調査結果としまして主要な景観資

源が（２）のアにまとめておりますが、以下の３４地点ということで、表４．１３－１に示してござい

ます。それと、主要な眺望景観としまして、固定眺望点が１８地点、主要な移動眺望点が４地点と、こ

れは電車の中からＪＲ中央本線の車窓から確認したということでございます。その眺望点の名称が、表

４．１３－２と３の方に示してます。結果としまして、こういった眺望地点から撮った写真と見える景

観をフォトモンタージュ法によって予測しまして、７地点からの眺望景観においてコンクリートのり面

が広く視認される等の影響がでております。この結果として、例えば５３頁に一番影響があるだろうと

いうところですが、下流側の南木曽大橋における現況と供用後の眺望状況の比較ですが、橋ができます

ので、こういったところについては景観の変化が発生するということです。それを軽減するために、保

全対策として橋梁区間については、５２頁の一番下の表にまとめてますが、構造物、道路付属物に低明

度、低彩度の色彩、周囲の自然環境、農村や山林の景観を構成する要素との調和を図る色彩を採用する

だとか、土工部においては早期に種子吹付けなどのり面の復元を早期に図るといったもの、それと全区

間については工事中においては、なるべく目立たない場所に資材置場を置くだとか、遮蔽するだとかそ

ういった保全対策を行うこととしております。 

それと、１４で触れ合い活動の場ということで５４頁から５６頁に示しております。調査結果として

主要な触れ合い活動の場については５９箇所、現地の方にはあります。予測結果としまして、その中段

にまとめておりますが、事業による利用状況、アクセス性、快適性の変化を予測した結果、一部改変さ

れる触れ合い活動の場が３箇所あります。それと、工事用車両の走行、通行止めや交互通行の影響によ

ってアクセス性や快適性が悪化する箇所もあると予測されています。その結果については、表４．１４

－２、次のページにまとめてございますが、工事中が黒丸で影響有りのところです。それと、供用後の

方に白丸がありますが、これは逆に、例えばアクセス性が向上するだとかいう地点を示しております。

先ほどの影響があるという箇所については、保全対策としまして５６頁の方にまとめておりますが、主

要な触れ合い活動に関する保全対策としまして、まず、主要な触れ合い活動の場及び自然景観の改変に

ついては、全区間において改変面積の最小化に努めるだとかいった保全対策であるとか、真ん中の表で
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は、アクセス性の悪化としまして、工事に際し出来るだけ通行止めや片側通行、交通を妨げることのな

いように関係機関と協議を行うだとか、快適性の悪化についても、低公害型の建設機械・車両を使用し

て騒音・振動の発生を減少させるといったような保全対策を行うこととしております。  

続きまして、史跡・文化財については、５７頁、５８頁でまとめておりますが、現状として、史跡・

文化財については、重要文化財が７件、重要伝統的建設物保存地区が１件、県宝が１件、史跡が３件、

天然記念物が１８件発生しておりまして、そのうち対象道路事業実施区域には１３件あります。それと、

埋蔵文化財につきましては、大桑村に６９件、南木曽町に７１件、これは調査地域の中に分布している

と、で、対象道路事業実施区域には大桑村が１７件、南木曽町が９件分布しているという状況です。予

測結果としましては、史跡・文化財については直接改変されるものはないと予測されますが、１０件の

史跡・文化財においては工事中において、その利用性、質的価値に影響が及ぼされると予測されます。

埋蔵文化財については直接改変されるものはないと予測されておりますが、８件の埋蔵文化財について

一部改変されると予測されております。それらについて保全対策をまとめておりますが、そちらが５８

頁の方に下の表３つ、表４．１５－３から５にまとめてます。そのうち質的価値の悪化につきましては、

土工部において早期に種子吹付けを行って、のり面の緑化を行うであるとか、橋梁においては低明度、

低彩度の色彩を採用するといったような保全対策を行うこととしています。それと、利用環境の変化に

つきましては、低公害型の建設機械・車両を使用するといったもの、工事中においてそういったものを

使用するだとか、片側通行止めなど交通の妨げにならないようにするといった保全対策、それと埋蔵文

化財の改変につきましては、文化財保護法に基づいた必要な届出を行って関係機関との移設等による保

全に関する協議を行っていくといった保全対策をまとめてございます。 

続きまして、廃棄物につきまして５９頁に示してますが、こちらにおいては建設発生土とか木材であ

るとかアスファルト塊といったものの発生量と再利用の割合、それらを予測評価しております。一番上

段に結果をまとめておりますが、建設発生土が大半を占める副産物が発生しますが、保全対策を適切に

実施することで６０から６７％削減することができるという評価結果となっております。その保全対策

としましては、その下の表（４．１６－１）にまとめてますが、工事前としてトンネル掘削や切土、盛

土等の道路構造の見直しによる建設発生土の減量、工事中においては、排出抑制の徹底、外部との情報

交換による再利用、建設発生土再利用の推進等を着実に行うことで先ほどの数値位の削減率はできるだ

ろうというふうに評価しております。 

続きまして６０頁、６１頁に温室効果ガス等ということでまとめてございますが、評価結果としまし

て、一番上の方に書いてますが、セメントの使用に伴う新たな二酸化炭素の排出及び新たな熱帯材等外

材の使用が発生するため、環境への影響は大きいと予測されると、しかし、保全対策を実施することで、

二酸化炭素排出量を２１～８７％削減できるために実行可能な範囲内において低減されているという

ふうに評価してます。その対策としましては、その下（表４．１７－１、４．１７－２）にまとめてま

すが、セメント及び鋼材の使用に伴う二酸化炭素排出の抑制については、工事前において、トンネル・

擁壁等のコンクリートを使用する道路構造の見直しによるセメント使用量の削減、バイオマス起源の部

材の利用、擁壁における新型ブロック、プレキャストブロックとかそういったものの採用を行っていく

と、それと、下の方（表４．１７－２）の熱帯材等外材の使用量についても、道路構造の見直しによる

型枠の使用量の削減を図るだとか、プレキャスト部材を用いた工法の導入による型枠使用量の削減を図

っていくということを保全対策としています。 

 

 続きまして、一通りこれですべての環境要素の予測の結果を、ちょっと時間がないものでかなり急い
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で説明してしまいましたが、それを受けてですね６２ページの方に事後調査の概要をまとめております。

こちらにおきましては、今行った予測評価の不確実性が残る部分、それと、保全対策を実施していく上

でモニタリングを継続しなければいけないといったような項目について、表の５－１でまとめておりま

す。 

 まず、低周波音につきましては発破工事の際の不確実性、どれくらいの低周波音が発生するだとか、

そういったものを調査するために事後調査を実施した方がよいだろうと。 

 それと、植物については保全対策として、個体の移植や表土及び在来種の活用等を実施するために、

いわゆる移植先をどこにするだとかそういったものの事後調査を実施するものとしております。 

それと動物については、ツチガエルについては代替生息地として止水域を創出するといったことを保

全対策としておりますので、その場所の選定であるとか、モニタリングであるとかそういったものの事

後調査を実施すると。 

 生態系につきましては保全対策としてボックスカルバートやパイプカルバート等の効果であるとか、

あとクマタカ、オオタカの個別の種に対する対策であるとか、コウモリの代替ねぐらの利用等を保全対

策としてあげてますのでこれらについてもモニタリングの継続であるとか事後調査を行っていくとい

うことを位置付けております。 

 続きまして、先ほどのすべての環境要素を踏まえまして総合評価ということで６３頁から６７頁に示

しております。結果として６５頁の方にですね、表を示してございますが、評価の仕方としまして、今

回の事業区間については上の方に書いてあります、登玉～殿区間、野尻向～柿其区間、沼田～山口区間

と三区間に大きく分かれまして、縦の方には環境要素として大気質、騒音、振動等を列記しています。

各区間ごとに複数ルートがありまして登玉～殿についてはＡ～Ｃ案、野尻向～柿其についてはＤ～Ｅ案、

沼田～山口についてはＦ～Ｇ案という比較ルートがあります。各々について準備書の中で予測評価を行

っておりまして、ここの総合評価においては例えば大気質であれば大気質の登玉～殿区間ではＡ～Ｃ案

がありますので、その各ルート案の予測値から相対評価を行いまして、ここでいう丸というのは影響が

小さいということで丸をつけています。ですから、登玉～殿区間の大気質についてはＡ～Ｃ案でほとん

ど変わらないという結果、評価になっています。ただし、野尻向～柿其区間についてはＤとＥで比較す

ればＥ案の方が影響が小さいだろうというような、各環境要素ごとに複数ルートのどちらが影響が小さ

いかという相対評価をこの表でまとめてます。これらを各環境要素項目ごとにやりまして、結果として

６７頁の下の方に総合評価ということで示しています。黒い三角については下に注釈をつけてますが、

他の要因も併せて記載をすることも必要な案ということで、黒丸の方はですね、環境面から採用するこ

とが望ましい案ということで、すべての環境要素を踏まえると影響は小さいだろうというような評価の

仕方になっております。 

結果としましては登玉～殿区間においてはＢ案、Ｃ案。いわゆるＡ案はトンネル案ですからＢ案、Ｃ

案というのは現道の拡幅工事がメインとなりまして、下にコメント、評価結果がありますけど、植物、

動物以外の項目はほとんどＣ案又はＢ案が影響が小さいと、でＡ案についてはトンネル工事区間が長い

ということで建設工事に伴う生活環境、水質、水象や廃棄物等への影響が大きくなっていると。一方、

現道利用の多いＢ案、Ｃ案は改変面積が大きく動植物等に与える影響が大きくなっているという結果に

なっております。 

それとＤ案とＥ案につきましてはその横にまとめておりますが、影響としてはＥ案の方が小さいので

はないかという評価結果になっております。これについてもＤ案とＥ案についてはトンネル構造と平面

構造、いわゆる平面構造というのは道路高と保全対象の周辺地域との高さの高低差がないところですね、
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に分かれておりましてＤ案については比較的影響のインパクトが低い環境要素が有利となっておりま

して、Ｅ案を評価した項目においては水質、地質、植物等、生態系等、環境に重要な項目において影響

は小さいとなっているので、Ｅ案の方がいいのではないかというふうにまとめております。 

最後のＦ案、Ｇ案につきましてはＧ案がトンネル、Ｆ案が木曽川の下流側の山口ダムの方で左岸側を

通るルートです。左岸側を通るルートにおいては当初、方法書後に行われた委員会の中で現道がありま

すのでいわゆる旧国道ですから影響が小さいんじゃないかということで、新たにルートとして付け加え

られた案でして、そこの評価結果としましては騒音、水質、地形地質についてはＧ案、生態系はＦ案を

評価する結果となっております。Ｆ案についてはトンネルの坑口付近に猛禽類の巣が確認されるなど、

そういった意味で生態系への影響が大きいのではないかということで、こちらＦ案についてはそういっ

た意味で生態系への影響は小さいんですが、Ｇ案については落石の危険性があるだとか、そういった意

味で評価結果としてどちらがいいということ、甲乙がつけがたいということで両方とも三角というよう

な評価結果になっています。これはあくまでも環境影響を総合的にまとめたもので、実際、経済性だと

か施工性とかそういった観点は入っておりませんので、そういった観点からの評価というのはこれから

行われるものと思われます。 

以上で予測評価結果の方の御説明を終わります。 

 

 ＜質疑＞ 

 

○亀山委員長 

ありがとうございました。それでは、ただいまの説明と最初の経過の説明につきまして、御質問、御

意見等ございましたらお願いいたします。 

 全体につきまして、まずありましたら、お受けいたしますが。なければ個別に。全体についての方を

先にやります。 

 

○陸委員 

 陸と申します。 

 まず、ごく基本的なことなんですけど、この「南部ルート」というふうに書いてありますけど、この

意味について説明をしていただけますでしょうか。 

 

○亀山委員長 

 この道路名の「南部ルート」について御説明をお願いいたします。今のに関係してですか、はいどう

ぞ。 

 

○大塚委員 

 研究所の大塚と申します。 

 今回初めてですので、まだ内容等しっかり把握してない面もあって申し訳ないんですが、先程の名称

と併せてですねこの準備書要約書の方の３頁、計画路線についてごく簡単でいいんですけども、いろい

ろなルート案がありますが、ごく簡単にこういったところを通るということも併せて、先程の南部ルー

トの名称とも併せて、若干ごく簡単に御説明いただければありがたいなあと思っています。 
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○亀山委員長 

じゃあよろしくお願いします。 

 

○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口） 

 木曽地方事務所の山口です。 

 南部ルートについては、木曽川右岸道路というものは先程述べた木曽地域振興構想の中でも北部ルー

トの北部というか、旧木曽福島町より北側の方を北部ルートということで呼んでます。木曽福島町から

南部に関しては南部ということで、それで「（南部ルート）」ということで設定してあります。 

要約書の３頁の路線案について説明します。図面の右端の方の木曽川と書いてある部分がありますけ

れど、そこの左側に登玉ブロックという字がありますが、そこのすぐ右側に茶色の線が入ってくると思

いますけども、この茶色い線までは現在供用開始している部分になります。今日行っていただきますけ

ども、この部分が上松町の登玉地籍になります。先程、評価の中で説明があったＡ案、Ｂ案、Ｃ案とい

うものの起点についてはここの登玉が起点になって、そこから緑の線が和村ブロックと書いてあるとこ

ろの途中まで来ますけど、これが、この間は一本化ということで、ＡＢＣ共通区間となっています。そ

こから赤い線で山側の方へ殿ブロックの方へ入っていくルートがＡ案になります。Ｂ案という肌色みた

いな色のルートは、木曽川右岸沿いに満寿太橋というところまで関西電力の施設があるところまで行っ

て、満寿太橋という橋を渡って、国道１９号へ接続する、それで一部国道１９号を使って行くルートが

Ｂ案となってます。その先、大島・殿ＢＣ共通区間と紫色で表示されてますけども、それがＡ案が行き

着く先までが先程の肌色の部分を通って行くＢ案になります。Ｃ案というのはピンク色で表示してあり

ますけども、ＡＢＣ共通区間が終わって一部和村ＢＣ共通区間という、ここは既設の道路があるんです

けども、そこまで行って今木曽川に架かっている和村橋という橋を通って国道１９号へ接続し、国道１

９号を一部利用して先ほどのＢ案と同様に紫色の大島・殿ＢＣ共通区間という部分を通って、進んでい

きます。Ｄ案、Ｅ案というのは野尻向ブロックという表示があると思うんですけども、そこの部分から

一部既設の村道を拡幅していく道路で、そこの共通区間は一本化されています。阿寺ブロックに入って

そこに大桑村のフォレスパ木曽という温泉施設がＤ案とＥ案の路線の間にあるんですけども、ここも今

日行って見ていただきます。そこの施設の方を山側へトンネルで抜けていく案がＤ案になります。施設

の下を木曽川沿いに進んでいく案がＥ案になります。Ｄ案、Ｅ案ともトンネルで抜けていきますけども

途中で合流して、柿其ＤＥ共通区間というルート案になっております。柿其ブロックに入りますと南木

曽町の戸場、ちょっと薄く書いてありますけども戸場という地籍まで行きまして、ここから梛野（ない

の）ブロックと書いてあるオレンジ色というか茶色というような梛野区間というのがありますけど、こ

こに既設の林道川向梛野線というのが既にできています。そこに接続しまして今の既設の道路を使って

川向梛野線が今途中で工事がストップして環境影響評価に入っていますので、そこから新たに開設して

ＦＧ共通区間という緑色のルート案が示してあります。この先南木曽町蘇南高校というのが、その図面

でいきますと「沼田」という字があるかと思いますが、その「田」の右手のちょっと黒くなっていると

ころが蘇南高校になりますが、その手前の伊勢小屋沢という沢があるんですけども、そこの左岸側から

Ｆ案とＧ案に分かれていきます。Ｆ案は前回の方法書の技術委員会の現地調査の際に、山口ダムの左岸

側に道があって「あれは使えないのか」というような提案がありまして検討することになりました。Ｆ

案はそのトンネルで抜けて山口ダムの上流で橋梁を渡して左岸側にある既設を使いながら改良しなが

ら使っていくという案です。Ｇ案については木曽川の右岸側の山の中をトンネルと橋梁で開設していっ

て、南木曽町の田立まで開設していくという案になってます。今日は現地でこのルートをざっと見てい
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ただく予定となっていますのでよろしくお願いします。 

 

○亀山委員長 

詳しくは現地で御説明いただきますが、ルートの概要は以上でございますが、よろしいですか。 

 

○花里委員 

先程、準備書の概要じゃない方で、方法書から変更したところがあるとおっしゃったんですけどこれ

について、時間の制約があると思うんですけど、おおざっぱで結構ですから、その理由を説明していた

だけるとありがたいんですけど。その場所と。 

 

○亀山委員長 

お願いいたします。 

 

○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口） 

木曽地方事務所の山口です。 

準備書の０－３頁というのが方法書作成時の計画路線と準備書作成時の計画路線を対比したもので

す。左側に主な理由が書いてありますけども、登玉ブロックに関しては当時と変更なしということです。 

和村ブロックの西側のルートの削除というものは、今、方法書のところですと赤い線が途中から和村

ブロックに入って二本になっているかと思いますけど、上の準備書時の場合は青い線一本になっている

と思います。それは、関西電力の導水トンネル上の用地に計画したルートであって、導水トンネルが古

いので、その上を通すとなると相当な補強工事が必要となるために、ルート案からはずしてあります。 

大島ブロックについては特に変更なしということで、殿ブロックについて赤い線がいくつか入ってる

と思いますけども、殿の集落内を現道を通って途中から和村へトンネルで抜けるルートの削除というル

ートがあるんですけども、今の準備書のＡ案の下のところにいくつかルートがありますけども、そのあ

たりが全てなくなっています。それがルートの中間に白山神社とか池口寺といった重要文化財があって、

その周辺環境に影響を与えることから地元からも反対がありまして削除されることになりました。殿集

落内を現道を完全に利用するルートも削除するということも白山神社まで、現道も大きく迂回して周り

に環境の影響を与えると、また、事業効果があまりあがらないんではないかということで、川沿いを行

くルートに変更したということです。野尻向集落内の現道利用のルートの削除は方法書案だと二本あっ

たりする部分がありますけども、そこについては人家が近接している、補償物件等も多いので地元から

反対もあったということではずしてあります。 

阿寺ブロックにいきます。Ｂ案の線形の変更ということですけど、方法書で示したときのルートでは

阿寺川両岸のトンネル坑口付近は急崖であると、花崗岩の割れ目が広くて開口による巨大な転石が多く

分布していて坑口対策だけではなくて上部斜面の対策も必要だということで再考して今の案の結果と

なってるということです。もうひとつ、Ｅ案の線形変更ですけど、方法書で示したときにはトンネルの

終点側で読書ダム右岸一体が上松断層の破砕帯ということで岩盤が緩んでいると、転石も多くて防災対

策にお金もかかるだろうしトンネルの出口の位置を変更したということです。 

柿其ブロックですけれど、柿其ブロックですと方法書段階だと木曽川の右岸沿いを行くルートがあり

ますけどもそこについて、森林鉄道の軌道敷時期があったんですけどもそこを利用する案もありました

が、急崖でかなりの防災対策が必要ということとそこに巨大な構造物ができて景観にも悪いということ
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で削除になっています。 

田立、沼田ブロックです。方法書の段階では蘇南高校の下といいますか、を通っていく案、天白公園

に接する部分を通っていく案があったんですけど、生活環境や周辺の環境、景観が悪化するということ

で地元の反対もあるということで削除になってます。 

削除以外の追加ということで、先程もお話ししましたけども、前回の方法書の技術委員会の中で山口

ダム左岸側の旧国道を使えないかということで、そちらの検討が追加されて今回の準備書が作成されて

います。以上です。 

 

○亀山委員長 

これは、方法書段階では、複数の代替案を提示してそれを評価しながら準備書を作っていくというプ

ロセスできているわけですね。その中で選ばれたものが今回の準備書のルートですということで、それ

に対して一つだけ山口ブロックのところだけは方法書段階にはなかったルートで、それも検討していま

すと、そのように理解をすればよいですね。 

 

○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口） 

はいそうです。 

 

○亀山委員長 

ということですが、よろしいですか。はいどうぞ。 

 

○陸委員 

 陸です。説明ありがとうございました。もう一点なんですが、Ｇの案ですけれどもこのＧの案の西側

は何か考えられておるんでしょうか。これは集落の中に入っていくような道なんですけれども。 

 

○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口） 

木曽地方事務所の山口です。Ｇの末端ということですね。岐阜県の方へ入っていくルートですね。こ

の末端の部分は中津川山口線という県道なんですけども、ここから先については南木曽町からの要望も

あって、改良していく要望で一部測量をかけて実行していく予定にもなっております。南木曽町の方か

らも岐阜県中津川市の方に要望してまして、かなりここの先、狭い部分がありまして、急には着工でき

ないということですけども、とりあえず待避所を作ったりして車の通行ができるようにしていくという

ことになっています。中津川の方はもっと下の方の落合というところまで、渋滞とかが激しいので、そ

ちらから順次改良を始めてきていると聞いています。 

 

○亀山委員長 

 よろしいですか、はい。はい、どうぞ。 

 

○佐藤委員 

 信州大の佐藤です。僕、前回から参加させていただいているんですが、実は、最初のプロセスがちょ

っとわからない事がありまして、目的が大きな厚い本の１－２辺りに書いてます。それから、そこに見

ますと、木曽地域の住む人達にとっての一番いいものとか、国道１９号線への長野県全体としての意義
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付けとか、環境に優しいとかいくつかの目的があるんですけど、この優先順位というのが当初語られた

んでしょうか。そしてその優先順位に関して、今回の変更路線というのが矛盾無く計画されているかと

いうあたりを、もし当初から関係しておられる方がおられたら説明してほしいんですけど。 

 

○亀山委員長 

 お願いします。 

 

○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口） 

 詳しい経緯については、次回説明させていただきたいと思うんですけど、前回の委員会を開いたとき

に、プロセスとして、先ほどもちょっとお話ししましたけど、住民の集会を、木曽郡全町村で一回ずつ

行いました。その中で、アンケート調査を行いまして、どの様な道がほしいかということで、アンケー

ト結果を集計したものを提出してあります。回収率が２％だったので、それがどうかということも、前

回の委員会の中では、委員長からもでていましたけれど、一応そういったプロセスを踏んできまして、

方法書段階でいくつもあったルート案についても、一応住民から出されたルートの案を、概略設計等で

検討する前の段階で一応ピックアップして、方法書に載せてきて、その後概略設計があって、技術的に

可能とか地元が反対しない部分とかで準備書を作成してきています。 

 

○亀山委員長 

 よろしいでしょうか。 

 その他、個別に見ていっていただきますか。じゃぁ、御意見いただきます。お願いします。 

 

○塩田委員 

工学院大学の塩田と申します。騒音と振動と低周波音の関係なんですが、まず、騒音と振動を一緒に

聞きたい。最初に方法書の段階で、この新しい道路ができたときに交通量がどれぐらい増えるかと言う

ことを考えていたと思うが、その交通量の増え方によって騒音レベルの上がり方が違うということと、

もうひとつ、道路構造が出されているが、その道路構造の表面の部分が、例えば、南部ルートが全て排

水性舗装とか吸音性舗装とかの舗装を前提として予測されているのかどうかということが、まず一点で

す。 

それと予測した結果について、いくつかの保全対策のところに、あくまでも予測結果なので、防音壁

を１ｍ程度とか、仮囲いを２ｍとかなっていますけど、これができあがったときに、この数字が一人歩

きしたとすれば、１ｍで予測した結果を遵守できなかった時に周辺から苦情が出てこないか。例えば、

仮囲いの設置というふうにしておいて、括弧で例えば（２ｍ）とか、例えば（１ｍ）とか、そういうよ

うな事が可能なのかということが１つ。 

もうひとつは、さきほどの発破工事のところに出典が書かれているが、この出典は、私は見たことが

ありません。このトンネル騒音振動対策技術会というのは国土交通省とか公のところの技術会なのでし

ょうか。というのは私が知っているかぎりではジオフロンテ研究会というのがあるのですが、そこが主

体になってやられているということであれば、ここに書かれている内容については当然のことと思いま

すので、その資料を見せていただければと思います。 

それから振動についても騒音と同じように考えれば、振動も当然、騒音が下がれば振動も下がってい

くということもありますので、ここのところも同じようにしていただければと思います。 
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それから最後の低周波音ですが、これがちょっと悩ましいのですが、ここで使われている環境省の手

引書があるのですが、この手引書にはアセスメントには使わないでほしいというふうにちゃんと明記さ

れております。これは後で問題が発生する可能性があるのでこれは削除してほしいと思います。実は測

定マニュアルが環境省からでているのに評価法がないという悩ましいことがある。アセスメントをやる

方々に対して大変申し訳なく思っておりますが、この保全対策の方法として感覚閾値を重視するという

ように直してほしい。というのは、現在、環境省のＨＰを見ていただければわかるのですが、１１月２

９日に環境省が発表しているものがあります。平成１６年度の低周波音に関する苦情件数が一気に２０

０件近くまで上がってきてしまっているということで、その中で、実は建設作業機械からの苦情件数が

軒並み増えてきているということもありますので、そのところも含めてお願いしたいということです。

発破工事の対策の仕方について、ここにいくつか防音扉のものがあるのですが、これも実ははっきり言

ってそんなに低下しないのです。低下するための根拠が実は必要でして、その部分が後でそういうよう

なことになった時にしっかりとできるようにしていただければいいのではないかなというふうに思っ

ています。ということで、環境省は、文言として残してますので、そこのところは是非削除していただ

けたらなと思います。 

 

○亀山委員長 

はい、今５点ほどございますが、１点は６頁の計画交通量の算出の根拠、それから舗装に関しては低

騒音の舗装を用いるのを前提とした上での予測値になっているのかどうか。それから２１頁にあります、

この高さ２ｍの仮囲いを設置しますというような、もうひとつ１ｍというのも遮音壁を設置しますとい

うようなのも次のページにありますが、これについて、ここでこの高さを決めておくのではなくて、も

う少し実体が変わってくるかもしれないのでそれに対応するようなやり方が良いのではないかという

ことですね。それからもう一つは２４頁の振動の発破工事のところについての御質問、最後に、２６頁

の低周波音に関してでございますが、この５点について御説明いただけますか。 

 

○コンサルタント会社 （中央開発㈱ 舞田） 

中央開発の舞田と申します。よろしくお願いいたします。 

まず、交通量につきましては資料集に示してございます。計画交通量５千台の根拠を資料集の１－１

に示しております。ここに過去検討されてきた数値として５千台という数値があり、資料１－３の中段

の頃に「以上より・・・１日当り５千台とする」という記載に基づき設定しております。 

時間配分や大型車混入率につきましては１９号の現地データから配分をもってきております。ただ、

検討の際にやはり５千台の量のボリュームについての話があったんですが、将来的にはどこかをピーク

に下がっていくというのは全体の傾向としてありますけども、安全側を見て５千台を見ておけばいいか

なということで５千台ということで決定しております。 

続きまして舗装の種類ですが、確かに舗装の種類を排水性等にすると非常に効果があるといわれてい

ます。しかし、まず一般的な工法から検討をするということで、予測に対しましては一般舗装で行って

います。 

それから、３番目の対策の記載の件でございますけれど、確かに先生のおっしゃられるとおり後々の

整合性と関連し明記すると不都合な点もあろうかと思いますが、ただ、予測した結果の根拠として具体

的に２ｍ、１ｍとどこかに書いておかないと予測結果を精査するときに、困ると思いますので、本編か

らは削除できるかもしれませんが、どこかに記載が必要かなと思っています。これはまた事業者の方と
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検討させていただければと思います。 

それから振動ですが、すみません。振動についての御質問をもう一度お願いします。 

 

○塩田委員 

今の騒音のことをちゃんとやれば、振動も一緒に下がるのではないかと。もう一つ、この根拠ですね、

出典の「トンネル騒音、振動対策技術会」の・・・。 

 

○コンサルタント会社 （中央開発㈱ 舞田） 

これにつきましては、今、手元に資料がございませんので、確認しまして第２回目以降で御提示およ

び説明させていただきたいと思います。 

それから、最後に低周波音の件でございますが、確かに御指摘のとおり、環境省の手引き書には「ア

セスの環境保全目標値、作業環境のガイドラインなどとして策定したものではない」との記載があ

るのは承知していましたが、ただ低周波音は、２０年か３０年前位から心理的影響と建物のがたつきに

対して７５デシベルが目安とか言われておりまして、現況評価の部分で何らかの指標がないと他の項目

との整合がとれないことから、この数値を採用し記載しました。しかし、御指摘のとおり少し配慮が足

らなかったのかなという気がしておりますので、削除していきたいと思います。 

あと、建設に対する低周波音の苦情の件を御指摘いただきましたけれども、これにつきましては、HP

をまだ確認しておりませんので、確認後検討をしていきたいと考えております。以上でよろしいでしょ

うか。 

 

○亀山委員長 

はい、どうぞ。 

 

○富樫委員 

富樫と申します。 

地形地質の部分と水象に関してちょっと質問があるんですけれど、まず一つとして、地形地質の評価

のところで、活断層の評価というのが、ほとんど入っていないんですけど、これについてはどういうふ

うにお考えなのかという点がまず一点。 

それから、水象に関係するんですけど地下水への影響として、基本的に対象地に水源がないというふ

うに記載されているんですが、かたや一方では集落で地下水や沢水を利用しているというふうになって

いますので、その辺の位置関係がちょっと見えないというところがありますので、まずはその二点を教

えていただきたい。 

 

○亀山委員長 

では今の意見につきまして、お願いいたします。 

 

○コンサルタント会社 （中央開発㈱ 舞田） 

再び中央開発の舞田です。 

まず一つめの活断層につきましては、既存の資料をいろいろ調査した中から、４．９－１１頁に活断

層について記載をしております。これは現状の情報をまとめた中での結果ですが、上松断層、馬籠峠断
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層とふたつございます。図面としては４．９－１５頁にランク評価をしたものを記載しております。 

 

○富樫委員 

よろしいですか、途中ですけれども。確かにここに記載という形であるんですが、これはリニアメン

トの確実度に関する記載はありますけれども、活動度に関しての記載が抜けてますね。非常に気になる

ところです。 

 

○コンサルタント会社 （中央開発㈱ 舞田） 

御指摘のとおりだと思いますので、調査をして、御報告したいと思います。 

 

○富樫委員 

それによって、場合によっては評価の方にも反映されるということになるのでしょうか。 

 

○コンサルタント会社 （中央開発㈱ 舞田） 

はい、そうです。 

 

○亀山委員長 

もうひとつの水象のことについて。 

 

○コンサルタント会社 （中央開発㈱ 舞田） 

水象のデータにつきまして、確かに周辺の住民の方の水源といたしましては湧水等地下水もあります

が、多くは沢水を取っているということでございます。資料としましては、本編の４．８－７に簡易排

水施設等示しております。また個別の取水地点等につきましては、方法書にデータがありましたので、

また、御提出させていただきたいと思います。 

 

○富樫委員 

実際、そういうデータが一緒にないと、地下水への影響云々ということも非常に概念的な話で終わっ

てしまって、どこの場所がどの程度懸念されるのかという具体的なところが見えてきませんので、是非

そういうところはとても大事なところだと思いますので、記載をお願いします。 

 

○コンサルタント会社 （中央開発㈱ 舞田） 

わかりました。ただし、現状では水量等詳細な調査データとかがないものですから、今後の中で検討

していくということで、保全対策の方には記載させていただいております。 

 

○富樫委員 

今のお答えですけれども基本的に、地下水に関しても工事の実施の時に詳細な調査を行う、それが保

全対策であるというように書いてあるんですけれども、たとえ、定量的でなく定性的にでも今の段階で

評価を行うことが必要と思います。工事実施時の調査できちんとやるからいいというような評価になら

ないように記述していただきたいと思います。 
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○コンサルタント会社 （中央開発㈱ 舞田） 

はい、わかりました。 

 

○亀山委員長 

今日は第１回でもございますし、まだ、いろいろたくさん御質問等おありかと思うんですが、これま

でのところでは、概略についてまず御理解いただくということと、もう一つはこれから現地に行くもん

ですから、現地に行く前に概要を把握しておいていただくというような意味で今やらせていただいてお

ります。時間もあまりございませんので御質問等さらに突っ込んだ御議論いただくのはさらに次回以降

になろうかと思いますけれども、でもなおかつ、なにか御意見御質問がございましたら伺っておきます

が。はいどうぞ。 

 

○佐藤委員 

膨大な資料を準備されて恐れ入りますけれども、この資料は他の道路の建設とですね、どこか違う、

例えば木曽の谷の道路を考えるためにこういう特別な調査をするもんであるとか、そういう特徴的なこ

とがもしあったらひとつコメントいただきたいんですけれども。非常にユニークな資料であるとかより

詳しいとかここを特に配慮したとか、そういうことがあったらひとつコメントいただきたいんですけど。 

 

○コンサルタント会社 （中央開発㈱ 山口） 

中央開発の山口です。やはり複数のルート案の比較ということで、いわゆる一つのルートに対して評

価しているだけじゃなくて、複数のルートの比較という意味で、事例もさほどないものですからそうい

った点で苦労しながらまとめていったという点が一つと、あと、調査においてはですね、前回の委員会

を踏まえてですね哺乳類においてはヤマネの巣箱を設置して、その生息状況を確認するといったことを

方法書の作成のあとに行うこととしております。猛禽類については餌の種類とかそういったものを把握

するためにカメラを巣に設置して、どういったものを捕食しているかとかそういったものを調査しまし

たが、実際、繁殖活動は行われませんでしたので、そのデータは得られなかったという結果でございま

す。だいたいそんなところしか今ちょっと思い浮かばないですが、すみません。 

 

○亀山委員長 

まああのユニークといえば、一般的に言いますとアセスメントでは方法書の段階でかなり代替案が何

案か出されていて、それを絞るというのが方法書の段階の一つの役割でございますので、準備書段階で

はだいたい道路でしたらほとんど一本の道路で準備書を作るというのが通常だと思うんですけど、今回

は準備書段階で代替案が何本もあるもんですから、従ってデータが非常にたくさんになってこんなに厚

くなっているんだろうと、私は思っておりますけど、ユニークと言うのか言わないのか別なんですけど、

ほとんどユニークな点でありますね。 

はいどうぞ。 

 

○花里委員 

信州大の花里です。先ほど質問した時に方法書からのルートの変更の時に名前を申し上げずに申し訳

ありませんでした。 

時間もありませんけれども、要約書の１７頁のところで環境影響評価の項目のところなんですけども、
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樹木伐採後の状態というところについてですね、水象ですね、やっぱり樹木を伐採すると水の流れだと

かそういったところに影響が出る可能性があると思うんですけれど、ここでは検討項目としてはそこに

丸もついてないということで、これについてどうお考えなのかということをお伺いしたいと思います。

それで、この３２頁のところには、ちょっと飛びますけど、地下水として、扇状地があって地下水が豊

富だということもありますから、例えばこういう所でも樹木の伐採する所があるのかどうかというとこ

ろが気になるんですけれど、そういう点ではだいたいどこでどのくらいの面積の伐採が行われる予定か

とかいうような情報もいただいて、検討する必要があると思うんですけれども。簡単にお答えいただけ

るんでしたら、今で結構ですけれど、もし、いろいろ準備とか、情報を整理する必要があるんでしたら

次回の時で結構ですのでお願いします。 

 

○亀山委員長 

どういたしますか。次回にお答えいただきますか。 

 

○コンサルタント会社 （中央開発㈱ 鈴木） 

中央開発の鈴木です。 

すみません、ちょっと質問の件についてはよく調査しまして、データとしてはとっておりますので次

回に報告したいと思います。すいません、お願いいたします。 

 

○亀山委員長 

はい、富樫委員。 

 

○富樫委員 

基本的なところかもしれませんが、この工事によって発生する残土は対策によって減るということで

すけれども、ゼロにはならないわけです。残土の処理場所ですね、それについては現段階でだいたいこ

の辺ということで決まっているのでしょうか。 

 

○亀山委員長 

はい。お願いします。 

 

○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口） 

木曽地方事務所の山口です。 

現段階で、複数ルートで、どのルートを使っていくか、また事業者が誰になるのかということもまだ

決定していない状況ですので、はっきりした残土処理場というのはまだ確保されていません。現段階で

は確保された段階でそこの部分についても調査を進めて、保全措置というものをとっていく必要がある

のかなと考えています。以上でよろしいでしょうか。 

 

○富樫委員 

そういう状況なのはわかんるんですが、結構大量の土砂が出ます。こういう急峻な地形の場所で、そ

れをどこにもっていくのかというのは後々問題になると思います。その辺のことを、この技術委員会で

全く検討しなくていいのかどうか、私には心配があります。 
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○亀山委員長 

技術委員会としてどこかのルートが決まった時に、「十分気をつけてくれ」というような意見として

つけるという考え方もあろうかと思います。 

その他に何かございますか。はいどうぞ、小澤委員。 

 

○小澤委員 

小澤でございます。 

土壌と水質に関連したことでちょっとお伺いしたいのですが、この記述の中で調査地域内に最終処分

場、廃棄物の最終処分場があるという記述がありまして、それがルートの方に多少影響するような記述

が、概要書の３１頁のところにも書いてありますが、ここについて詳細な所在地とかどんなものが埋め

立てられているとか、そういうようなことは把握されているのでしょうか。 

 

○亀山委員長 

それではお答えください。お願いします。 

 

○コンサルタント会社 （中央開発㈱ 舞田） 

中央開発の舞田です。 

水質のところに記載があります。この処分場は焼却灰の埋立処分場であり、大桑村が民間から借用し

ていた場所で、すでに、埋め立てが終了しています。資料としましては４．７－９頁、本編の４．７－

６頁に施設の概要がございます。表４．７－５に平成９年９月に埋め立て終了ということで届け出られ

ております。調査したところかなり地歴が古く、具体的な境が地図上では不明だということがございま

すが、一応ルートは処分地からはずれている形では通っています。実際の作業をする時にはボーリング

調査等して、その詳細を把握する必要があるかというふうに考えております。 

 

○亀山委員長 

ということでよろしいでしょうか。 

 

○小澤委員 

もう１箇所の方は関係するところにあるんでしょうか。２箇所書いてあるんですけど。 

 

○コンサルタント会社 （中央開発㈱ 舞田） 

これは南木曽町であり、資料の４．７－９頁の図面ですと、南木曽町の沼田～山口ブロックという図

面のかなり東の方なので、この調査範囲の中にはありません。図面の中にはない場所でございます。 

 

○亀山委員長 

よろしいですか。 

はいどうぞ。 

 

○塩田委員 
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工学院大学の塩田ですが、先ほど南部ルートでいろいろな案が出てきましたが、事業者としてどれが

一番優先、どのルートが一番環境に対して良いとか、環境に優しい道路だとかいういろいろなプランが

あったと思います。これはどのルートを通っていけば一番環境に対して負荷を与えない道路作りになる

のでしょうか。 

 

○亀山委員長 

なかなか難しい質問で、６７頁のところで、先ほど御説明をいただいたわけでございますけれど、た

ぶん事業者が判断するというより我々がいろいろ考えなくてはいけない問題ではあるんですが、６７頁

の表もどうやって作ったかっていう問題でもあるんですが、その辺を次回にもう少し詳しく説明してい

ただけると今の御質問に答えていただけるんではないかと思いますが。事業者、よろしいでしょうか、

そういうことで。 

 

○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口） 

はい、そうさせていただければ。 

 

○亀山委員長 

この６７頁の表はずーと前の方からやってきた作業で、あんまり機械的に作られている表じゃないん

だと思うんですよね。だって、いろんな判断が必要で作られていると思いますので、これをもう少しき

ちんと検討しなければならない。それは、この技術委員会の課題でもございますので、御説明いただい

た後、御議論いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは、そろそろ時間でもございますので・・・。はいどうぞ。 

 

○関係機関 （長野県土木部道路建設課道路計画室 柳沢） 

私、土木部道路建設課道路計画室長をしております柳沢廣文と申します。評価書の作成に向けまして

先生方に御尽力をいただいているところなんですけども、ひとつ御説明させていただきたいことがござ

います。実は、アセスメントの対象となっております木曽川右岸道路のうちですね、大桑村の殿という

地籍、先ほどのですね図面でいいますと殿というブロックの中のですね、大島殿ＡＢ共通区間というふ

うに表示されている区間でございますけれども、この箇所につきまして殿の地籍約１．２ｋｍの区間に

ついて事業実施に向けたですね平成１８年度の国庫補助の予算の要望をいたしております。これは、概

算要望というものが６月頃にございまして、その内容を変更するんであればという形の手続きが１１月

に実質的にあるわけでございますが、そういうことを行っておりまして、一部新聞等の報道でですね平

成１７年７月２３日に報道されたりしているところでございます。この趣旨につきましてちょっと御説

明させていただきたいと思ってるところでございます。この環境影響評価につきましては平成の１３年

からですね、実施をしていただいてきているところでございますが、当然事業等止まっている部分もあ

るわけでございます。そういった中でですね、地域からまた整備については強い要望もあるわけでござ

いますが、この殿の地籍につきましては、いわゆる村道がございまして、周辺の土地利用の状況等を見

ますと家屋が点在していたり畑となっているといった部分でございます。そういったところで住民の要

望に一日も早く応えたいという実情と厳しい財政状況を考えますと、いわゆる国の補助も得ながら、事

業の展開を図りたいということで来年度この箇所の測量及び設計の調査等を主眼とする形の予算要望

を行っておりまして、事業といたしましては大桑の村道をねらっておりますので市町村基幹道路整備事
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業、これを県が代行して行うという考え方のもとに、要望をいたしているところでございます。環境ア

セスの調査結果を、これは非常に多方面に及びますので、その内容を十分理解させていただきまして来

年度の設計等にも反映させながらですね、自然環境に無理のない事業が実施できますように配慮して参

りたいと思ってますので、御理解をいただければありがたいと思っているところでございます。以上で

ございます。 

 

○亀山委員長 

大島の・・・今、どこと言われました。 

 

○関係機関 （道路計画室 柳沢） 

殿というブロックはおわかりいただけますでしょうか。右側から３つ目のところに、要約書の３頁の

地図で、殿というブロックがございまして、紫色で大島・殿ＢＣ共通区間という区間がございます。紫

色の下に引き出してある。このちょうどだいたい中央部分のところで、連続ではなくて飛ぶところもあ

るんですけど、この部分の村道を改築したいと、要は生活道路でも使われておりますし将来も右岸道路

として使えるということで整備効果が非常に高いのではないかという考え方と、ひとつは先ほど言いま

したように既に道路であって周辺に大きな自然環境というよりは畑だとか、家屋が点在してると、そう

いったような形の中でですね、調査費の要望をさせていただいているところでございます。 

 

○亀山委員長 

ということだそうでございますが、現段階としては準備書について皆さんに御検討いただいているわ

けでございますので、聞き置くというか、ぐらいのことで、それをなさると、このルートがこっちに決

まってしまうという話ですと、何のためにこの会議をやっているかわかりませんものですから、という

ことを聞き置いておくということかなと私としては思うんですけどよろしいでしょうか。特に何か御質

問がなければそうさせていただきます。それでは時間もございますので、他になければ議事の３、「そ

の他」につきまして事務局からございますか。よろしくお願いします。 

 

 （３）その他 

 

○事務局 （環境自然保護課 臼井） 

事務局から昼食後に実施します現地調査について御説明いたします。午後１時に、この合同庁舎の玄

関前に用意いたしますバスに御乗車いただき、木曽川右岸道路建設予定地を上松町から木曽川に沿って

南下する形で、移動していただきます。お手元の資料３、Ａ３の横長のものですが、この「現地調査資

料」にありますとおり途中合計８カ所でバスを降りていただき、保全対象の現況等を御確認いただきた

いと思います。資料３ですと４ページ以降にオレンジ色の三角、トライアングルのような三角のマーク

が記してございますが、そこが降りる所の表示でございます。 

 バスには事務局と事業者が同乗しまして、車内でも必要に応じ説明をさせていただきます。 

 なお、現地調査も本日の会議の一環でありますので、現地での御意見等も記録をさせていただきます

のでよろしくお願いいたします。 

 最後に、次回の委員会の日程についてですが、委員の皆様の御予定をメール等であらかじめお聞きし

た上で来年１月の中旬頃の開催に向け調整をさせていただきたいと考えておりますのでよろしくお願
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いいたします。事務局からは以上でございます。 

 

○亀山委員長 

その他に委員の皆様から何か御発言ございますでしょうか。特にございませんようでしたら、これで

午前中の議事を終わらせていただきます。午後、引き続き現地において有意義な会議となりますよう御

協力をお願いします。 

ありがとうございました。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・議事終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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５ 現地調査 
 
（車中） 
○亀山委員長 
 それでは、現地調査を始めます。現地調査も本日の会議の一環でありますので、よろし

くお願いします。 
 
 
○野見山委員 
大型車両はやはり国道１９号の方を通ることになるのでしょうか。 

 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
 そうですね。ただ、これから通っていただく既設の区間を見ていただきますと、その規

模（同じ規模）で作っていけば大型車両も通れるようになるので、大型車両が迂回するこ

とも可能になると思いますけれど。ただ、住民としては大型車両が常時通行するような道

ではあって欲しくないというのが希望としてあります。 
 
○野見山委員 
そんなにいい道を作ってしまうと、高速を選択せずに、こちらを通る車が増える可能性

はありますね。 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
そういうジレンマはあります。 

 
○野見山委員 
（通行台数の）数字を概算された時には、権兵衛トンネルは想定されているのですか。 

 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
今の計画では、そこまでは考慮していないのですけども… 

 
○野見山委員 
では、それ以上、間違いなく増える要因と考えて良いのでしょうか。 

 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
そうですね…。権兵衛トンネルがあっち（伊那方面）に開けば、北部（ルート）につい

ては迂回等も可能で、代替道路ができるだろうということから、南部ルートを先に進めて
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くという点では考慮されています。 
 
○野見山委員 
わかりました。 
 

（車中） 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
木曽川の右岸側にありますけども、あれが林道台ヶ峰線です。幅員が７ｍで平成３年度

から９年度までの間に上松町までの間を開けています。昔の森林鉄道の敷地の後を利用し

ています。 
今すぐ右手にクレーンがありますけども、国道のかけはしバイパスということで工事が

始まってます。今通っている国道（１９号）は、見たとおりの急傾斜地で、落石等で通行

止めになったこともありまして、防災対策が非常に大変だということで、今、バイパスを

あけて右岸側に橋を架けて渡していく工事が今年から始まってます。 
今右手に木の橋が見えますけども、木曽の桟（かけはし）になぞらえて木の桟というも

のを木造で作ってあります。 
 
（車中：上松町小川地籍） 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
あれが小川橋でございまして、平成８年度から着手して、平成１５年度に供用開始とな

った木曽川右岸道路部分が始まります。総事業費は、１９７億４千６百万円で、開設延長

が６，９２０ｍになります。県道と林道事業により施工されました。全幅員８ｍで、今回

のアセスメントもこの規模の道路をあけていくというイメージで考えてください。 
 
（車中：停車箇所） 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
あの山側の方なんですけども、クマタカの営巣木が前回の工事をしている中で見つかっ

て、モニタリング調査等をしながら対策を取って工事を進めてきた場所です。前回の委員

会の中で、巣にカメラを設置してエサの量を把握して、生態系を把握していってはどうか

ということで、カメラを設置しました。ここは今回のルートの調査範囲からは外れた所で

すが、一番カメラが設置しやすい場所ということで、設置して２シーズンほど（ビデオテ

ープを）確認したんですけども、クマタカ自体は来て、巣作りに入ろうとした兆候はあっ

たんですが、２年連続で繁殖までには至らなかったです。 
今回も委員になられている中村委員にも相談しながら進めてきたんですけども、原因は

ハッキリはわかりませんが、まだ若い成鳥ということでうまくいかなかったのかな、とい

うことも考えています。 
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今回の準備書の中では、そのようなエサ量の把握ということは出来なかったんですが、

別の地域のデータをつかって（予測・評価を）やっています。 
今後、また設置して（ビデオ撮影によるエサの分析等を）やっていくかどうかというこ

とも検討していただければと考えていますので、よろしくお願いします。 
 
（車中） 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
 あの橋の前の公園が下河原公園といいまして、（上松）町の施設でした。そこに（施工中

に）土砂等の仮置き等をさせてもらってましたので、後で復旧して利用する時に、歩道等

に木材チップの舗装などをして、木材利用にも貢献するようなかたちで整備しました。 
 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
今通っているトンネルが倉本トンネルといいます。このトンネルに平行して山側に関西

電力の導水路等が通ってまして、最もそれに近いところで２７ｍということで、導水路本

体に振動測定計器を設置して、掘削して、対策を取りながら進んでいたと、そういうトン

ネルになります。 
 
現地調査地点１（上松町登玉（既開設区間終点）） 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
今いる所が上松町の登玉地籍になります。平成１５年度までに、ここまで開設してきま

した。 
今、目の前に見えるのが関西電力の導水管になります。この下に桃山発電所がありまし

て、ここから正面先に向かって２本の木が高く見えますが、あの下が境の沢と言いまして、

そこから先（南側）が大桑村になります。計画では境の沢に橋梁をかけまして、そこから

２つのトンネルで大桑村和村地籍まで１本のルート案になっています。準備書ではＡＢＣ

共通区間という名称になっています。この区間で確認された注目種として１つ挙げられる

のが、長野県レッドデータブックに記載されている絶滅危惧Ⅱ類の長野県内において絶滅

の危険が増している両生類が挙げられます。名称についてはちょっと（希少野生生物保護

の観点から）差し控えさせていただきます。対策としては、沢の中で移動経路を確保する

ためにコルゲートパイプ、大きなパイプ等を設置して沢の中を移動できるようなかたちで

対策をとればいいのではないかという提案になっています。それと、先ほども話にありま

した、止水域といいますか、池のようなものを作って生息域を確保してやる必要があるの

ではないかということです。事後調査としては、工事実施の２年前から検討して供用後も

２年間生息状況を確認していった方が良いのではないかということで評価しています。 
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現地調査地点２（大桑村スポーツ公園） 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口） 

ここが大桑村のスポーツ公園になります。今渡ってきた橋が和村橋という橋です。さき

ほどいた登玉からくるルートはこちら（スポーツ公園北側）の方から入ってきまして、Ａ

案というのは今そこにある施設の上流側からあちらの（和村）集落へ上がっていって、そ

ちらの山の中に入ってトンネルで抜けてく案です。Ｂ案については、今そこに施設があり

ますけども、そこの向こうに道路がありますが、それをずっと延長して木曽川の右岸沿い

に進んでいく案で、いま渡ってきた橋の下流に満寿太橋（ますたばし）というちょっと細

い橋がありますが、そこに接続する案です。そこでは満寿太橋のすぐ横に家屋等があって、

そこにひっかかってくる可能性があります。Ｃ案というのは、今渡った和村橋へ接続して、

すぐ国道１９号へ出ていく案となっています。 
 
○佐藤委員 
予算は圧倒的にＣ案がかからないのですね。 

 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
そうですね。延長が少ないですので。 

 
○佐藤委員 
住民の希望はどうですか。この辺の人の意見は。 

 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
住民の希望といいますか、Ａ案自体には難色がありまして、それというのは、この先、

殿の先に白山神社があるんですが、神社の上を行くのはまかりならんのではないかという

意見があります。あと、この和村地籍でトンネルをあけて集落の上をいくと水が汚れるん

じゃないかという意見もあります。 
そういったなかで、先ほど道路計画室の柳沢室長から平成１８年度計画を策定している

最中だという話もありましたが、そういったこともちょっと考慮して、拡幅ルートの検討

を先に始めてきたということです。 
ただ、あくまでも、今、ルート案は３つということで検討を始めていますので、環境サ

イドとしてはそういったことで考えていただければよろしいかと思います。 
 これから和村橋を渡って国道１９号に戻りまして、南下していきます。途中、伊奈川と

いう川が、中央アルプスの方から流れてきまして、そこに伊奈川橋という橋が架かってい

ます。その伊奈川橋を渡ったらすぐ右に折れるのですが、伊奈川橋の先からは現道拡幅が

主となったコースとなっています。で、先ほど来年度計画に載せている拡幅案というのも

これから進んでいくルートの中にありまして、場所によっては幅員が４ｍ無いところもあ
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るということで、生活道路としても今非常に困っている部分もあるということです。 
 
（車中：国道１９号） 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口） 
定勝寺の位置ですけども、あの杉がちょっとこんもりしているところ…ちょうど今ガソ

リンスタンドの上ですね。あそこら辺になります。 
 先ほど説明したＢ案は、そこの木曽川のすぐ近岸の上を通っていく案になってまして、

今青い橋が先にちょっと見えたかと思いますが、あれが満寿太橋で、あそこへ接続するよ

うな案になってます。 
 
（車中） 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
満寿太橋です。ここに接続するとなると、ちょっと幅員も狭いので架け替えるようにな

ります。 
 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
いまの右岸沿い、段丘沿いにずーっとこちら（左岸側）にくる案もあったんですが、見

たとおり発電所があったりして、その先もかなり急崖で道路をつけるには好ましい地形で

はないということで削除されています。 
 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
 ＢＣ共通で、このあたりから１本伊奈川を渡っていくルートがあるんですが、見たとお

り今ウッドアールという木材破砕施設の工場があって、その移転とかも必要となってくる

ため、難しいのではないかということになっています。それで、この信号を渡ったあたり

から新しく（木曽川寄りに）降りていくという案で今検討されています。 
 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
今いる地点から車が走っている方向が、焼却灰を処理した地点です。 
ルートとしては、ここの橋（殿大橋）は新たに架け替えて、多少下流にふっていく案に

なってます。 
 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
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白山神社というのは、今そこに見えている公民館のすぐ上手の所にあります。Ａ案のト

ンネルが出てくるのはこの神社より５００ｍくらい（殿小川の）上流になります。 
 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
 道路計画室長から話のあった１８年度の計画、拡幅案には、まず、この辺りから４００

ｍが狭いということで挙がっています。 
 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
（拡幅案の場所が）この辺り８００ｍになります。 

 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口） 
今見ていただいているように 住宅地が近いのものですから、工事用道路も話題になっ

てました。重機の稼働による騒音等のレベルが基準値を超えてきますので、仮囲い等（の

対策）が必要になってきます。 
 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
 車同士行き違うとなると、乗用車よりもちょっと大きな車となると、どうしてもどちら

かが止まらないとならないような状況です。 
 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
今正面に見えている赤い橋が阿寺川橋といいますけども、Ｄ案はその（阿寺川の）上流

側にもう一基橋を架けて、山の中にトンネルで抜けていくルートになります。Ｅ案はこの

橋を利用しながら木曽川（の右岸）沿いに進んでいきます。 
 

現地調査地点３（大桑村フォレスパ木曽） 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
トンネルの掘進方向を変える等の対策を取ることで補正されるということで評価されて

います。また、植物では直接改変の影響を受けるという結果がでています。クマタカの営

巣地が委員にお配りした資料に載っておりますが、Ｄ案ではその巣に近いところを通って

いくということで影響があるのではないかということで対策が必要ということです。 
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（車中） 
○野見山委員 
Ｄ案は大気質に影響があるというお話をされていましたが、それはどのあたりでしょう

か。で、どうすればそれが解決されるとおっしゃってましたっけ？ 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
 舞田さん、ちょっとお願いします。 
 
○コンサルタント会社 （中央開発㈱ 舞田） 
そこ（左岸側前方）が柿其渓谷なんですが、Ｄ案はこの山にトンネルを掘るんです。で、

こちら側（北側：上流側）から掘るということになると、こちら側にダンプとかトラック

とか掘る機械とかを全部置かなくてはなりませんので、それがトンネルから出ることによ

ってここら辺（の保全対象）が全部影響を大きく受けるということです。で、当初計画は

北から南に掘っていく計画だったのですが、ここだけは南側から掘ってそういうことを（ト

ンネル掘削の際に保全対策が作業機械等から受ける影響を）軽減しようということです。 
 
○野見山委員 
 はい、わかりました。 
 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
施工中の橋脚が見えると思いますけども、今、阿寺川の奥で、電源開発で、中部電力が

ダムを造る計画が以前あったんです。電力需要がなくなったということで、ダムの計画自

体は中止になったんですけども、一応、橋は架けるということで現在も施工中で、大型車

も走れる橋がそこに架かることになってます。 
 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
接続してくるのは、今左手で工事をやっている所へつながってきます。 

 
 
○佐藤委員 
赤か青しか案はないんですか。黄色、要するに向こう（右岸側）を必ず通る案しかない

の。 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
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そうですね。今の案は。 
 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
当初、午前中に御説明したとおり、木曽川沿いに森林鉄道の軌道敷きを利用しながらと

いう案もあったんですが、ご覧のとおりかなり急で、そこを８ｍの道路を切っていくとな

ると、かなり景観的にも悪くなるし、防災工事もかなりお金がかかるだろうということで、

案からは外されるようになりました。 
 
現地調査地点４（南木曽町戸場） 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
このあたりが南木曽町の戸場というところになります。今皆さんがいらっしゃる道路が

川向梛野線という林道になります。これから先進んでいきますと途中で途切れてますけど

も、平成５年から１３年度までに施工され、２．９ｋｍ完成させています。 
いまそこに見えるコンクリートの建造物ですが、これが柿其水路橋という大正時代に建

造された国の重要文化財になっています。関西電力のものになります。ここに正面の北側

の山からトンネルで抜けて、この川向梛野線に接続します。準備書にも掲載されています

が、柿其水路橋の上流側から右岸道路が完成した場合のイメージ図がこれになります。上

流側からですと水路橋があって目立たないということと、目立たない色にして道を設置す

るということで、このようなイメージになります。 
 この付近では、騒音の予測値が環境基準を超えてくるため、重機の稼動時には仮囲い等

の対策が必要だということです。また、供用後も自動車走行時のために高さ１ｍの遮音壁

を設置して、午前中の話では１ｍに限定しないということですが、なんらかの対策をとっ

て工事を進めるということで評価しています。 
 
（車中） 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
対岸（左岸側）の山の頂上に鉄塔が見えると思うんですが、あそこから木曽川を渡って

右岸側の方にも鉄塔があって、そこに送電線がかかってるんです。去年でしたか、ＳＢＣ

のヘリコプターがあそこで線に引っかかって止まって（墜落して）、それで１９号もまた、

何時間も通行止めになってました。私はその翌日に来たんですが、まだ送電線がその辺に

ぶらーんとなってました。 
 
（車中：川向梛野線終点） 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
ここが８ページにあります「写真－４」と書いてある場所になります。川向梛野線が今
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ここで止まっています。南木曽町の中ではここから先１．２ｋｍが用地買収が済んでいる

ということで、非常に要望度の高い場所になってます。町との委員会とか集会とかをやり

ますと、かなり糾弾されるようなかたちで言われることが多いです。この先をずーっと（計

画路線が進み）Ｆ・Ｇ（案）ということで２つ途中から２つに分かれいくということにな

ります。 
 
（車中） 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
長野県版のレッドデータブックの中で、絶滅種とされていた植物とかも発見されていま 

す。今回のアセスの特徴はなにかという質問が午前中にありましたけども、いくつか絶滅

種とされていた動物だとか、そういったものが発見されたということは、ひとつの成果だ

ったのではないのでしょうか。 
 
（車中：天白公園） 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
 この付近が天白公園になります。４月の中旬から５月にかけて、かなり花が咲いてきれ

いです。是非（その頃に）訪れてくださればよろしいかなと思います。当初の方法書の中

ではこの辺りを通過する案もあったのですが、見ていただいているとおり、このような公

園になっているので、地元の反対もあるということで案から外させていただきました。 
 
現地調査地点５（国道 19 号線（三留野）） 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
正面（対岸：右岸側）にオレンジ色の屋根が見えますが、その上の段が蘇南高校になり

ます。蘇南高校の向こうに谷が見えますが、あれが伊勢小屋沢です。Ｆ案Ｇ案ともあの伊

勢小屋沢を蘇南高校の山側の方まで来まして、沢を渡るときに分かれていきます。 
F 案は、山腹をずうっと通って途中からトンネルとなっています。G 案は、そのまま真っ直

ぐ、もっと上の方を通りながら田立までほとんどトンネルで進んでいくような計画になっ

ています。当初、方法書の際には蘇南高校の下を通っていく案がありましたけども、景観

上も良くないということと、学校の下を通るのはあまり良くないという意見もありまして、

現在は案から外させていただいています。 
 
現地調査地点６（旧山口村旧国道 19 号線） 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
今いるところが旧国道になります。昭和６２年１０月１日付で国から南木曽町へ移管さ

れています。現在は、南木曽町が管理者ということで、実際に利用しているのは、今そこ

に見えています山口ダムの管理をしている関西電力と、この右手に見える建材屋さんが使
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っています。Ｆ案として検討した際に、午前中の要約書にもありましたが、高架橋でそち

ら（右岸側）の正面の山の中からトンネルで抜けてきて、その国道の上を高架橋で通って

くると、で、こちら（左岸側）の方へ接続してくるというかたちになります。 
こちらの右手の（左岸側）の山については、国有林ですけども、賎母自然観察教育林と

いうことで、貴重種なども見付かっています。 
 この先には既設のトンネルがあってまた国道に接続するのですが、現在はトンネルを抜

けた先にゲートがありますので、この道自体は通り抜けできるようになっていません。そ

このトンネルの中には、長野県版レッドデータブックで準絶滅危惧種になっているコウモ

リなどが今ねぐらとして利用しているということです。道路自体の明かりの部分は（幅が）

８ｍあるんですが、トンネル自体は８ｍないので、そこを使うとなれば（トンネルを）拡

幅することになり、バットハウスみたいなものを作らないと代替できないのではないかと

いうことです。 
 皆様のお手元の資料の中にはクマタカの営巣地が載せてありますが、逆に G 案を通って

きたときに、そのクマタカの営巣地からトンネルの坑口がちょうど見える位置となってい

ます。距離として３００ｍくらいです。そこは幼鳥等も確認されていまして、繁殖も確認

されています。ですので、クマタカ自体は２年に１回の繁殖ということがよく言われてい

るので、事前に観察等しながら「来年は繁殖しないぞ」という時に工事を押し進めるとい

ったようなことを対策としてやっていってはどうかと委員の中村先生とも相談しながら、

そういったことも検討してきています。 
 
○ 野見山委員 
クマタカは複数いるんですよね。 

 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口） 
この地区では１番（つがい）だけです。地区毎、地区毎にクマタカの番のエリアがあり

まして、それは今日お渡しした希少動植物の資料の中にお示ししてありますので、またご

確認ください。 
 
○塩田委員 
橋梁の構造はどのように考えていますか。スチール橋梁にするのか、コンクリート橋梁

にするのか。というのは（供用時に）橋梁から低周波音が発生しやすいといわれているの

で。これは国土交通省も今一番心配している点です。 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
まだ詳細設計まで至っていないので、確認して次回お答えしたいと思います。 
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○富樫委員 
（国道の）旧道が新しい方へ付け替えられた理由はどういうことですか。 

 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
ここあたりだと分かりにくいですが、かなり急な傾斜地になっています。この後、戻っ

て田立地区へ向かう際に国道を通っていきますから、その時、左手に窓から見ていただく

と様子がわかると思いますが、転石等があって、落石の危険があると。こちらに来るとき

も国道が桟バイパスということで、あそこも落石等の危険があるからあちらへバイパスを

回すということで今やっています。そういった理由で、防災工事にかけるには環境もかな

り痛めるし、金額的にも難しいということで、あちら（現国道：右岸側）にまわしたとい

うのが理由です。 
 
○富樫委員 
つまりＦ案だと、危ないから付け替えたところを、またさらに道にするということにな

るのですね。 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
そういうことになりますね。 

 
○野見山委員 
どんなイメージなんですか。（対岸の洞門を指して）あんなふうに上を覆っちゃうという

イメージですか。 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
そうですね。ここ自体、ダムの湛水区域に入ってしまうため、道をダム側へは出せない

ので、そうすると幅員を確保するためには山を切るしかないです。なおかつ、あのような

洞門等を設置しないと安全に通れる道路にはならないということです。 
 
○塩田委員 
（対岸の洞門を指して）あのような形はあまり良くないですね。 

 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
そうですね。お金をかければなんとか出来るかもしれませんが…。まぁ、それは一部と

いうことですね。 
ですからＦＧ共通区間に関しては、そうした問題はなんらかの対策をとっていくなり、

モニタリング調査を続けていけば良いのですが、分かれた先については、どちら（Ｆ案と
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Ｇ案）も微妙なところがありまして、（準備書の総合評価では）判定は今△にしてあります。 
 
○塩田委員 
 このぐらいの音だと苦情がでませんか。（対岸の国道の騒音は）結構うるさいですね。 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
そうですね。 
ですので、事前に中村委員と話した時も、クマタカに対しては、音の大きさよりも、音

の質、例えば衝撃的な音が急にするとか。そういったものが対策されれば、常に鳴ってる

ような音の大きさであれば慣れてしまうということもありますねという話です。 
 
○塩田委員 
慣れさせた方がいいのではないですか。 

 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
現実としては以前からそこには巣があったわけで、その時に国道の工事はやっていたわ

けですよね。ですが、今もクマタカは繁殖しているわけで、距離もあるかもしれないです

けども、また、そこから見える・見えないということあるかもしれないですが、かなり近

くで（工事を）やっていたということは確かだと思います。 
 
○塩田委員 
動物でも研修効果のある動物と研修効果の無い動物がいるので、よく見極めた方が良い

ですよ。動物学者に聞いて。馬はだめですね。騒音の「騒」の字は馬偏（うまへん）に蚤

（のみ）と書くでしょ。だから馬は蚤がたかると痒いからウワーといななく、だから『う

るさい』なんですね。だけど馬はそこの場所で音を聞いて慣れるけど、違うところに連れ

て行ってまた同じ音を聞くとまた同じように暴れ出すのです。そうした動物がいるから、

動物によって違う。だから北海道にいるクマタカと長野県にいるクマタカが全て同じ、大

丈夫だといえるのであれば良いですが。 
 

○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
（クマタカについては）繁殖時期が決まっていることと、毎年繁殖するわけではないた

め、何年か前からモニタリングして、繁殖しない時期に工事を進めて、あと慣れさせてい

けば工事は可能ではないかと考えています。 
 

○塩田委員 
クマタカはこうやって（塩田委員、クマタカの両翼を模して手を広げる）広げると２ｍ
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ぐらいありますね。そうすると鳥の羽（翼）の大きさによって決まる波長があって、その

波長に相当する周波数があると考えられます。だからクマタカは結構低い周波数に反応す

るかもしれない。ヒバリやスズメは小さいですね。あれは高周波音。だから、（中村）先生

がいう音質というのはそういったことを言っていたのではないか。低い方の音が出るよう

な作業をするときに先ほどいったスケジュールを考えてやれば。 
以前から私が言うように、鳥類のカレンダーを作って、この時は大丈夫だからグワーッ

と工事を行ったり、この時期は問題があるのから建設機械の組み合わせを変えるなどとい

ったことをやれば、なにもストップしなくてもいいんじゃないか。だから、鳥類のカレン

ダー、３６５日のカレンダーを作れば、やりかたが決まってくるから１年間工事がストッ

プすることはなくなる。よく昆虫カレンダーというのを作ってね、それで卵から蛹になっ

たり、成虫になったり、飛んでくという…そういう時にね。どういう時に一番問題を起こ

しやすいかということを押さえておけば、ちゃんとやれると思います。そういうことを研

究している先生方が何人かいらっしゃるので、そういうデータをベースにして行えば、そ

んなに私は心配することはないと思います。 
 

○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
クマタカに関しては、かなりカレンダーというものが確立されてきている部分はあると

思うので、そういったかたちで対策とれると思います。 
 

○塩田委員 
そうすれば、苦情をいう人も、ちゃんとそれを見れば納得すると思うのですが。感覚だ

けで説明をするのではなく、そういうものをベースにすれば。 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
 わかりました。 
 
○佐藤委員 
防音トンネルって出来ないのですか。うるさくないトンネルというのは、技術的に今作

れるのでしょうか。 
 
○塩田委員 
 出来ますね。作るときに、こういう音がしないというように… 
 
○関係機関 （道路計画室 柳沢） 
（音が）しないというわけにはいかないんですが、反射して返ってきますから。レベル

を下げることは可能です。でもそうするとトンネル内に低騒音のパネルみたいなものを張
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るわけです。それもある一定の長さを張ってしまえば、それ以上は（騒音レベルが）下が

らないのですよ。極端にいうと全線に張ってみたところで意味がないんですね。坑口から

の音だけを考えるとすれば。そういうこともかなりのデータもあります。ただ、それだけ

のコストさえかけていけば大丈夫だということは言えると思いますよ。 
 
○塩田委員 
トンネルを作るときに立坑掘りますね。立坑を掘るときに、笛と同じだから、ちゃんと

計算しておけば、中にパネルを張らなくて済むかもしれない。でも、その立坑は（供用前

に）わざわざふさいだり、壊したりします。工事をやる方の立場で立坑が欲しいというこ

とでやっているけど、そういうことを考えて、ちゃんと計算してここのところに立坑を掘

れば、笛と同じようになるから。いわゆる消音器に相当するものができる。サウンドブラ

ンチ型の消音器というのはそうやってやってますから。トンネル掘る時もちゃんと計算し

て。昔はそうじゃなかった。問題が起きてから音をどうしようかということをやってるわ

けだから。これからはそういう問題が先にあるということがわかっているのだから、設計

段階でそういう計算をしてあげればそんなにお金をかけなくても… 
 
○関係機関 （道路計画室 柳沢） 
ただ、今ここで計画しているレベルのトンネルですと立坑を掘ってまで掘削するという

ことには多分ならないだろうと思います。経済的に非常に割高になってくると思いますし。

立坑を掘れば、そこで空気ダクトとして利用するということも、もちろん考えるんですけ

どね。今考えられているような規模であれば、やはり両サイドから掘った方がはるかにコ

スト的に安くなると思います。 
 
○塩田委員 
 決まりましたら、断面の長さに、何倍分の吸音材料を出口と入口に付ければどれぐらい

低下するかもわかっております。だから… 
 
○関係機関 （道路計画室 柳沢） 
坑口の低減レベルがどのくらいになるかというデータは結構揃っていると思いますね。

だから一定のレベルまで下げることは可能ですが、やっぱりそれ以上は下がってこないん

ですね。いくら長くやっても同じだということになりますので。 
 
○佐藤委員 
もし、こっちにお家が建ったら、この音が毎日だったらちょっと辛いですね。住みにく

いですよね。そこらへんは、完全にこういうトンネルでも、こういう音をしない場所を住

民の人に確保してあげなくちゃいかんですよね。 
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○関係機関 （道路計画室 柳沢） 
それは望ましいと思いますね。それだけのコストをかけたトンネルの整備で社会が受け

入れていただけるかという議論になると思いますね。費用対効果の問題も出てまいります

し。 
 
○佐藤委員 
むしろクマタカよりも人間がうるさくて生きていけないという可能性もありますよね。 

 
○関係機関 （道路計画室 柳沢） 
トンネルの坑口の音についてはどこでもそういった問題があると思いますが、対策は必

ずしもまだ十分にとれている状況にはないと思いますね。 
 
○塩田委員 
それは、トンネルの断面と道路の幅を同じにするとそういう問題が発生しやすくなりま

す。普通は。最近、新幹線でもやっているようですが、テーパーをつけます。ですからラ

ッパのように広げて、それからまた元のように戻していくと。すると音の伝播の仕方がガ

ラッと変わりますね。実はそういうこともわかっているから、お金をかけないでそれ（騒

音）を下げていこうとすれば、やろうと思ったら出来ると思います。それを後からやろう

とすると、ものすごくお金がかかりますね。ですから、先に計画段階からそういうことを

提案して、土木系のトンネルを掘る人達にできるかできないかという議論をしながら、進

めていけば、いくらでも出来ると思いますが。丸投げ状態で「おまえトンネル掘れ」って

任せれば、土木技術者はそのような（騒音関係）専門家でないから。掘ることはすごいプ

ロだからどんどん掘っていくと思いますけども、後の出来上がりの部分の音の問題につい

てはわからない。提案をしてあればできると思いますよ。 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
トンネルを作る場所によって選んでいけば良いと思うので、必要な場所であれば、やは

りそういったかたちでやっていく必要があるんですし… 
 
○塩田委員 
 橋梁もそうですね。今だんだんわかってきたのは、橋梁があるスパン、長さによって、

どこの部分にピア（柱）を作ったらいいかということが分かれば、その所に重量車が走っ

た時にそのピアの下のところからどのぐらいの音が出るかということがわかるようになっ

てきた。 
それを知らない人に、橋梁の専門家に頼むと、橋梁の専門家は橋梁を造るのが専門なの
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で、音のことは専門ではないから。こちらの方から先にそういうようなことを検討しても

らえませんかということをお願いをしていけば、彼らはまたそういう専門のところにその

部分を聞くわけで。というのは、発注者が言わなければやらないのではないですか。是非、

丸投げをしないようにしてください。 
 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
そういった情報を提供していただければ、それが今回の環境影響評価だと思いますし、

今日の技術委員会だと思っていますので、是非そういう提案はあれば、出していただけれ

ば評価書の中で反映されていくようになりますので。 
では、今回の事業の終点の田立まで行きたいと思います。 

 
現地調査地点７（南木曽町田立） 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
ここが南木曽町田立地区になります。昔、伊勢神宮から木を切り出しにきた人達が、こ

こで定着できるようにと開墾して出来たところになります。Ｇ案が終点を迎えるのが、あ

の先（上流側）に鉄塔が見えるかと思いますが、あの鉄塔の下をトンネルで抜けてきて、

右手の方に住宅が見えますが、その右側を通って、この中津川山口線に接続してくる案と

なっています。ここから先（岐阜県方向）の中津川山口線ですが、途中から非常に狭くな

っています。南木曽町の方でも広げてもらいたいということで、一部バイパス計画があが

って、実際に測量も入っているそうです。岐阜県側についても、順次やってきて、すぐに

というわけにはいきませんが、一応計画があるということです。正面（上流側）の住宅の

横に、赤い屋根の施設が見えると思いますが、あの辺りが特別養護老人ホームのあすなろ

荘とかがありまして、公共施設がいくつかあります。 
 この周辺でも、やはり重機稼動時に騒音が環境基準値を超えてくるため、仮囲いをして

工事を行う必要があります。 
 
○野見山委員 
老人ホームには何名程の方が常時いらっしゃいますか。 

 
○事業者 （木曽地方事務所林務課 山口) 
ちょっと、今すぐはわかりません。 
 
本日の現地調査はこれで終わりということでよろしいでしょうか。 
委員長ひとこと、お願いできますか。 

 
○亀山委員長 
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なにかご質問・ご発言なければ、ここで本日の現地調査は終わりたいと思います。どう

もお疲れさまでした。 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・会議終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 


